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利用ニーズ�

資金使途�

保証限度額�

責任共有�
（対象・対象外）�

保証期間�

返済方法�

保証料率�

保証料率割引
の 適 用�

連帯保証人�

担　保�

Ｆａｓｔ（ﾌｧｽﾄ）保証�

一定基準の要件を具備する中小企業者が，簡易迅速に資
金を調達したいとき �

運転資金 �

５，０００万円�

対象�

７年以内�
（据置期間１２月以内）�

原則として分割返済 �

年０．４５％～１．９０％ �

①有担保保証に関する割引　　　②会計処理に関する割引�

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要   

原則として不要  

Ｆａｓｔ（ﾌｧｽﾄ）500保証�

５００万円�

５年以内�
（据置期間６月以内）�

事業者カードローン500�
当 座 貸 越 根 保 証�

小口の事業資金を反復継続
して調達したいとき�

運転資金�
設備資金�

１００万円以上５００万円�

１年又は２年�
（更新できます）�

約定返済又は随時返済�

年０．３９％～１．６２％�

環境対策サポート保証�

地球温暖化対策に取り組み
環境保全に貢献している中
小企業者が資金を調達した
いとき�

２億８，０００万円�

運転・運転設備資金１５年以内�
（据置期間１２月以内）�
設備資金２０年以内�
（据置期間１２月以内）�

分割又は一括返済�

年０．２５％～１．７０％�

必要に応じ徴求�

保証制度名�

東日本大震災復興緊急保証� 東日本大震災緊急対策資金�
（鹿児島県制度資金保証）�

東日本大震災関連特別対策資金
（鹿児島市制度資金保証）�保証制度名�

東日本大震災により，著しい被害を受けた中小企業者が資金を調達したいとき  利用ニーズ�

運転資金�
設備資金�資金使途�

２億８，０００万円�
（組合４億８，０００万円）� ５，０００万円� ３，０００万円�保証限度額�

対象外  責任共有�
（対象・対象外）�

１０年以内�
　（据置期間２４月以内）�

運転資金７年以内�
（据置期間２４月以内）�
設備資金１０年以内�
（据置期間２４月以内）�

運転資金７年以内�
（据置期間２４月以内）�
設備資金１０年以内�
（据置期間２４月以内）�

保証期間�

原則として均等分割返済� 毎月均等分割返済� 元金均等分割返済�返済方法�

年０．８０％� 年０．４５％� 年０．８０％（鹿児島市の�
保証料補助（4/5）有）�保証料率�

会計処理に関する割引  保証料率割引
の 適 用�

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要  連帯保証人�

必要に応じ徴求  担　保�

東日本大震災関連保証�
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お知らせ１�

平成23年度に新設した保証について�
　当協会では，幅広く信用保証制度をご利用いただくために，次のとおり保証制度を創設しました。�
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お知らせ２�

「保証利用企業先数増加キャンペーン」実施中�
　当協会では，県内の中小企業者の皆様に幅広く信用保証制度をご利用いただく

ために，次のとおり「保証利用企業先数増加キャンペーン」を実施しております

ので，保証付融資の積極的なご利用をお願いします。�

１　実施期間�
　平成２３年６月１日～平成２３年１１月３０日（６か月間）�

２　表彰基準�
　平成２３年５月３１日と平成２３年１１月３０日の保証利用企業先数を

比較して，増加件数の多い成績上位の金融機関営業店及び商工団体とし，

感謝状及び副賞を贈呈する。(ただし，奄美地域は除く。）�

３　表彰区分�
(1) 金融機関営業店を平成２３年１１月末の保証債務残高で次のとおり区分する。�

　　ア 保証債務残高１０億円超（「金融機関Aブロック」）�

　　イ 保証債務残高５億円超１０億円以下（「金融機関Bブロック」）�

　　ウ 保証債務残高５億円以下(「金融機関Cブロック」）�

�

(2) 商工団体を平成２３年１１月末の保証債務残高で次のとおり区分とする。�

　　ア 保証債務残高３億円超（「商工団体Aブロック」)�

　　イ 保証債務残高３億円以下（「商工団体Bブロック」)

４　表彰予定数�
（1）金融機関Aブロック並びに商工団体A及びBブロックは，それぞれ

　概ね５か所�

（2）金融機関B及びCブロックは，それぞれ概ね１０か所�
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お知らせ３�

【Ⅰ　経営方針】�

1　業務環境�
�
１）鹿児島県の経済動向�

　最近の鹿児島県の経済動向をみると，乗用車販売や家
電販売など一部に持ち直しの動きがみられる。一方，主
要ホテル・旅館の宿泊客数及び百貨店・スーパーの販売
額は減少しており，個人消費は，全体として弱い動きと
なっている。�
　建設関連では，公共工事は増加しているものの，新設
住宅着工は低い水準で推移していることから，全体とし
ては低調となっている。�
　生産活動においては，電子部品関連に持ち直しの動き
があるなど，全体としては回復傾向にある。�
　また，労働需給は，新規求人において改善の動きが見
られるが，有効求人倍率が極めて低い水準にあり，雇用
情勢は厳しい状態が続いている。�
　このように，県内経済は，全体としては，厳しい状況
が続いている状態にある。�
　今後の経済動向については，平成２３年３月に予定さ
れる九州新幹線鹿児島ルートの全線開通による観光産業
等への効果が期待されるものの，個人消費の増加や建設
関連の回復を見込めないことから，厳しい状況が持続す
るものと見込まれる。�
�

２）中小企業を取り巻く環境�
　鹿児島県内の経済は，一部で持ち直しの動きがある一
方，引き続き厳しい状況にあるとされている。県内中小
企業の景況については，業種間にばらつきがあるほか，
勢いの感じられない個人消費，住宅投資の減少，雇用環
境の悪化等により，先行きが懸念されるなど，依然とし
て，楽観視できない状況で推移している。�
　一方，金融面から見ると，資金繰り悪化等に伴う資金
需要はあるものの，製造業を中心に設備機械等の更新や
生産・販売能力増強のための設備投資の大幅な増加は見

込めず，資金需要は低調である。�
　今後の中小企業を取り巻く環境は，個人消費の低迷，
雇用環境の悪化，設備投資の減少等により，今後も，厳
しい状況が持続するものと見込まれる。�
�
�

2　業務運営方針�
�
　このような県内の経済動向や中小企業を取り巻く厳し
い環境の中にあって，平成２２年度の業務運営は，平成
２２年２月にこれまでの緊急保証制度を拡充して創設さ
れた景気対応緊急保証の実施により，保証承諾は，平成
２１年度に引き続き，高水準による推移が見込まれる。�
　一方，代位弁済については，中小企業を取り巻く厳し
い状況や企業倒産件数の増加等による代位弁済率の悪化
が見込まれている。また，回収についても，有担保保証
の減少や第三者保証人の非徴求の影響による回収率の低
下が見込まれるなど，厳しい状況になることが予想され
る。�
　平成２２年度は，第２次中期事業計画の基本方針のも
とに，これら本協会を巡る厳しい環境に対応して，平成
２１年度に引き続き，中小企業者に対する経営支援・再
生支援の充実，国・地方公共団体の施策に即応した政策
保証等の促進，期中管理の徹底による代位弁済の抑制，
求償権の回収促進，金融機関との責任共有制度の適正な
運用，リスク考慮型保証料率体系の円滑な実施等に積極
的に取り組むこととする。�
　さらに，本協会の財政基盤の充実・強化，中小企業者
の利便性の向上対策の推進，業務運営に関する外部評価
制度による透明性の確保，コンプライアンス態勢の充実・
強化，個人情報の適正な管理等に努める。�
　加えて，期中管理の徹底による代位弁済の抑制や経営
支援を促進するために，経営再生支援室を改組して，新
たに経営支援部を設置する。�
�

はじめに�
�
　本協会は，業務運営に関する経営方針や取り組むべき重点課題を明確にするとともに，その解消方策を着実に実施すること
によって，適切な業務運営を確保するため，平成21年4月に策定した第2次中期事業計画（平成21年度～平成23年度）｣の
基本方針のもとに，平成22年4月，｢平成22年度経営計画｣を策定し，信用保証協会法第35条第1項に基づき国に報告を行
い，これら計画の着実な推進に努めてきました。�
　また，本協会における経営の透明性の一層の向上と対外的な説明責任を果たすために，これら計画の本協会による自己評価
を行い，弁護士，公認会計士及び学識経験者で構成する ｢外部評価委員会｣（｢別紙１｣参照）の意見・助言を受けたうえで，そ
の評価結果を公表することとしています。�
　このため，本協会は，上半期に中間的な評価を行うとともに，平成23年6月，本協会の関係職員で構成する ｢計画等自己
評価委員会｣（｢別紙2｣ 参照）において協議・検討を重ね，｢平成22年度経営計画の評価（案）｣を作成しました。�
　この ｢平成22年度経営計画の評価（案）｣について，｢外部評価委員会｣による意見・助言を踏まえて，調整・修正し，次の
とおり ｢平成22年度経営計画の評価｣を取りまとめたところであります。�
　今後，この評価による成果を十分活かして，本協会の適切な業務運営の確保と運営規律の強化に努めて参る所存であります。�
　なお，｢外部評価委員会｣の委員各位におかれましては，｢平成22年度経営計画の評価（案）｣について，ご多忙の中，熱心に
審議・検討していただき，貴重なご意見・ご助言を賜りましたことに対し，ここに，厚く御礼を申し上げます。�

�
　　平成23年7月29日　　 �

鹿児島県信用保証協会　�
会長　仮　屋　基　美�

　平成２２年度経営計画においては，経営方針について，次のとおり業務環境と業務運営方針を記述しているが，県内の経済
動向と中小企業を取り巻く環境は，世界同時不況の影響を受けるなど，依然厳しい状況が続いており，引き続き国の景気対策
として実施された景気対応緊急保証及び中小企業金融円滑化法による返済条件緩和の推進に注力することとなったが，全体と
しては，概ね業務運営方針に沿った運営が推進された。�

平成22年度経営計画の評価�



　本協会の適切な業務運営の確保を目的として，部門別に抽出した重点課題に係る課題解消のための方策実施の状況について，
次のとおり自己評価を行った。                      �
　なお，自己評価の基準となる達成度については，別紙３「計画等自己評価（案）に係る達成度基準」に基づき，Ａ・Ｂ・Ｃ・
Ｄ・Ｅの５段階とし ,Ａ～高い ,Ｂ～やや高い，Ｃ～普通 ,Ｄ～やや低い ,Ｅ～低いとした。                      

【Ⅱ　平成22年度経営計画の各部門別評価項目に係る自己評価 】�

1　保証部門�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　保証申込が初めての中小企業者や保証申込金額が
一定の基準を超える中小企業者については，努めて
企業訪問を実施し，当該企業の経営実態将来性等の
把握を行い，保証審査の充実を図る。�
　また，平成21年10月から試行してきた，小口
利用層を対象に，ＣＲＤスコアリングモデルの評点
の活用により，一定基準以上の評価のものの審査を
簡略化する審査方法を正式に導入し，保証審査の効
率化を図る。       

評価項目の自己評価�

　企業訪問については，目標を達成出来なかったが，前年度を上回る結果となった。�
　簡易審査については，保証承諾件数の全体に占める構成割合が16.5％（前年度6.3％）であった。�
　従来の簡易審査に加え，平成22年11月から小口保証に係る簡易審査を導入し，保証審査の効率化を図ったことにより，１件当たりの平均内定処理日数
は5.1日（前年度6.1日）となり，１日短縮した。�
�

実施状況�

 顧客目線に立った保証審査を実施するため，訪問基準を定め，保証審査担当者１人
当たり月３件を目標とする企業訪問を計画した。�
　当協会事務所内での面談者数を含めた訪問企業数は，362件（前年度172件），
1人当たり月平均2.5件となった。�
 簡易審査による保証承諾の実績は，1,173件となり，全体に占める構成割合は
16.5％（前年度6.3％）となった。�

達成度�

Ｂ�

（１）保証審査の充実と効率化�
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総合判定�

Ｂ�
評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

　保証業務改革推進プロジェクトチームを中心として，
保証浸透度の向上対策，企業訪問実施方法等に関す
る企画立案，保証業務に係る規定等の制定・改廃等
に関する協議・検討を行うとともに，金融機関，商
工団体，中小企業者の訪問，機関誌による保証制度
の広報等を積極的に実施し，保証利用の推進を図る。
　また，多様化する中小企業者の資金ニーズに的確
かつ迅速に対応するため，景気対応緊急保証をはじ
めとした政策保証等の積極的な推進を行い，弾力的
な保証対応に努めるとともに，国・地方公共団体の
政策に沿って創設された保証制度について，広報や
利用促進に積極的に取り組む。�

評価項目の自己評価�

　平成22年度の保証承諾は，7,362件，87,455百万円（前年度比93.7％）となった。全国平均の金額前年度比は85.2％であり，全国平均を上回っ
たが，年度計画額90,000百万円に対し25億円余り不足した。�
　保証債務残高は，23,576件，203,875百万円（前年度比99.1％）となった。全国平均の金額前年度比は97.8％であり，全国平均並みであった。�
　なお，保証浸透率は25.1％（前年度末25.3％）であった。�
　プロジェクトチームによる保証利用推進策の検討については，全ての項目において，既に実施済であり，概ねプロジェクトチームとしての成果を収めるこ
とができた。�
　各種保証制度の広報等については，機会を捉え積極的に対応するとともに，Ｅメールや各種会議，保証月報などにより情報提供に努め，保証推進を図っ
た。�

実施状況�

　　プロジェクトチーム（保証部次長以下12名）は，月1回の定例会議のほか随
時会議を開催し，保証部長の指示事項について，次のとおり協議・検討を行った。�
(1)保証浸透度向上のための対策について�
ア信用保証協会団体信用生命保険制度を平成23年1月から導入し，所
要の手続きを行った。 (3月末現在の保証承諾件数84件 )�
イ平成23年2月，卒業予定先607企業に対しＤＭを発送し，再利用
の保証推進を行った。�

(2)金融機関等との緊密な連携の方策について�
　課長代理を中心として，金融機関の担当者との意見交換会を平成22年
10月から11月にかけて5回開催した。�
(3)保証制度の新商品開発について�
　次のとおり創設し平成23年4月1日から施行することとした。�
アFast(ファスト）保証�
イ事業者カードローン500当座貸越根保証�
ウ環境対策サポート保証�

(4)新電算システムの新しい機能の導入について�
　事前相談システムの活用を徹底した。�
(5)信用保証実務解説について�

　　　平成22年10月現在で作成し，金融機関など関係機関へ配布した。�
　�
　また，次のとおり各種保証制度の広報等を行った。�
(1)セーフティネット保証�
　・Ｅメールによる情報配信（4月，1月）�
　・保証月報による広報（1月）�
　・商工会議所，商工会研修（4回）�
　・関係機関広報誌等による広報（4回）�
(2)特定社債保証�
　・適債要件合致企業のリストアップ�
(3)当座貸越・事業者カードローン�
　・Ｅメールによる情報配信（7月）�
　・保証月報による広報（10月）�
(4)創業支援保証�
　・鹿児島商工会議所主催の「かごしま創業塾」に出席し，創業予定者に　
　対し保証制度の説明を行った。�

(5）予約保証�
　・Ｅメールによる情報配信（7月）�
�

　さらに，新しい保証制度について，金融機関向け説明会を開催し，利用促進を
図った。�

達成度�

Ａ  

�

（２）保証利用の推進　�
総合判定�

Ａ�
評価項目�



評価項目の自己評価�
ア　ホームページへの3月末のアクセス件数については，ホームページリニューアルの効果もあり，前年度比は120.9%と増加した。ホームページを使っ
た相談についても，前年度11件から13件に増加した。�
�
イ　パンフレットの配布の他，関係機関等との会議において，保証制度内容の説明を行い，保証推進を図った。また，中小企業者の利便性向上を図るため，
添付書類の簡素化について，プロジェクトチームにおいて検討を行っていくこととした。�
�
ウ　卒業予定先の中小企業者に対し，保証制度利用の案内文書を送付し，保証利用の向上を図った。また，Ｅメールによる情報発信を行い，効果的な情報提
供に努めた。�
�
エ　中小企業者から4件の苦情・意見があったが，当該部署において迅速かつ丁寧な対応に努め，概ね相手先の了承を得る事ができた。また，登録した4
件については，職員に配信し，情報の共有化を図った。�

評価項目の自己評価�
ア　部内研修や定例部内会議を活用し，保証審査における統一的かつ平準化した審査判断の徹底を図った。また，保証審査における諸問題や対応策について
は，随時，職員に対し周知するよう努めた。�
�
イ　早期代弁事故案件については，上記実施要領に基づき，事故に至った原因等を検証分析し，必要に応じ検証結果を審査担当者へフィードバックし（例：
直近の決算で，経常利益が大幅な赤字である時は，その理由を総合評価書に記載するなど，より慎重な対応を行うこと），保証審査に活かした。さらに，
貸付実行日から1年以内に代位弁済に至ったものを対象として，金融機関，業種及び保証制度ごとの状況について，多角的な視点による検証等を行うこ
ととした。�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　部内研修会や定例部内会議を活用し，保証審査
における基本的な考え方や信用保証審査マニュア
ルの周知徹底を図り，統一的で平準化した審査判
断の徹底に努める。�
�
イ　貸付後，短期間で代位弁済となった事故案件に
ついては，早期代弁事故案件に係る検証分析実施
要領に基づき，事故に至った原因等を検証分析し，
今後の審査事務にフィードバックする。�

実施状況�

ア　部内研修（毎月）や定例部内会議（毎週月曜日開催）を通じ，保証審査におけ
る基本的な考えや各種マニュアルの周知を図った。また，保証料や保険料等の研
修を行い，信用補完制度の現状について，周知を図った。�
�
�
イ　「早期代弁事故案件に係る検証分析実施要領」により，対象企業56件の検証分
析を行い，特に問題があった3件については，その対応策を検討し，部内研修を
通じ職員に周知した。�

達成度�

ア　Ａ  �
�
�
�
�

イ　Ａ �

（４）信用リスクの管理態勢の充実・強化�
総合判定�

Ａ�
評価項目�

課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　本協会ホームページなどにより，中小企業者，
金融機関，関係機関・団体等に保証要件や各種保
証制度の詳細な内容等，必要な情報を適時・的確
に提供するとともに，中小企業者等からの相談や
意見，要望等に迅速な対応を行うなど利便性の向
上を図る。�
�
�
イ　中小企業者を対象として，保証利用のメリット
や主な保証制度の内容，申込手続き等をわかりや
すく説明したパンフレットを作成し，中小企業関
係の各種会議での活用や金融機関及び中小企業団体・
県・市町村機関の窓口等を通じ，配付する。�

�
ウ　保証制度を充分に利用していない中小企業者や
流動資産担保融資保証の対象企業に対して，Ｅメ
ールの活用や郵便等により，制度保証創設・改正
の内容，不況業種の指定情報など，効果的な情報
提供に努める。�
�
�
�
エ　中小企業者からの苦情・相談，意見等に，的確，
丁寧に対応するとともに，その内容をデータベー
ス化して情報を共有化し，中小企業者の利便性の
向上に資するよう努める。�

実施状況�

ア　平成22年9月にリニューアルしたホームページや機関紙等により，保証要件，
各種保証制度の内容，特別相談窓口等の設置情報の提供を行うとともに，ホーム
ページアドレスをリーフレット等に掲載し，ホームページの利用促進を図った。�

　【ホームページアクセス】件数19,309件1日平均57.6件�
　　　　　　　　（22年3月末 15,971件1日平均47.7件）�
　【ホームページ相談】 　  　　 件数 13件�
　　　　　　　　　　　（22年3月末11件）�
　�
イ　平成22年度版「信用保証制度のご案内」を作成し，金融機関及び関係機関へ
配布した。�
　　また，各種会議においては，推進制度の案内を盛り込んだ資料を作成し，説明
を行った。�
�
�
ウ　保証債務残高が減少している中小企業者（卒業予定先 )607企業に対し，2月
にＤＭにより保証利用の案内文書を送付した。（3月末現在，37企業の保証申込
あり）また，次のとおりＥメールの配信を行った。�
　　・4月～緊急対応保証制度，制度資金の改正のお知らせ�
　　・7月～当座貸越，事業者カードローン，予約保証のお知らせ�
　　・10月～口蹄疫経営再建支援資金，流動資産担保融資のお知らせ�
　　・1月～信用保証協会団体信用生命保険制度，景気対応緊急保証制度のお知らせ�
�
エ　平成22年度登録件数4件�
　　（平成21年度登録件数3件）�
　　専用電話回線への苦情相談はなかった。�
�
�

達成度�

ア　Ａ�
�
�
�
�
�
�
�

イ　B�
�
�
�
�
�

ウ　Ａ�
�
�
�
�
�
�
�

エ　Ａ�

（３）中小企業者等の利便性向上に向けた取組�
総合判定�

Ａ�
評価項目�
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評価項目の自己評価�
ア　専任職員5名のうち，2名については中小企業診断士の有資格者であり，事業再生や経営改善に取り組む中小企業者に対し，さらにきめ細やかな経営
支援・再生支援の推進が可能となった。�
　　なお，平成23年度から，企業の支援・再生及び期中管理の充実・強化による代位弁済の抑制を図るため，新たに，期中支援課を設置した。�
�
イ　事故が予見される企業については，「保証債務残高50百万円以上，かつＣＲＤカテゴリー2以下」等の企業の中から面談・訪問を行った。経営支援・
コンサルティングの年間目標200企業に対し，達成率は54％となった。�

　　求償権消滅保証は，支援候補企業を抽出するも当該保証の要件を満たす企業がなく，実績に繋がらなかった。�
�
ウ　再生支援については，県再生支援協議会と積極的に連携を図り，主に条件変更による対応を進めた。�
�
エ　かごしま中小企業応援センター等を通じ，創業・再挑戦に係る関連情報の収集に努め推進を図った。�
　　再挑戦関連企業の新規保証申込に対し，1件，3百万円の保証承諾を行った。�
�
オ　関係機関との連携強化を推進し，幅広い正確な情報収集に努めた。�

課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　適切な保証審査や保証利用企業等の早期実態把
握による適時・的確な指導により円滑な事業活動
を支援し代位弁済を抑制するために，経営再生支
援室を「経営支援部」に変更し部として位置づけ
るとともに，同部に複数名の専任職員を配置し，
組織的な体制を構築する。�

�
イ　経営支援及び再生支援については事故が予見さ
れる企業，事業再生に取り組む求償権先等について，
早期の実態把握に努め，「経営再生支援対策会議」
による経営改善計画や再生計画の作成支援のほか，
中小企業サポートシステム（ＣＳＳ )，中小企業
経営診断システム（ＭＳＳ )等の有効活用により，
これら企業を積極的に支援する。�
�
�
�
ウ　再生支援については，企業訪問，代表者面談，
金融機関等の協議による早期実態把握を行うとと
もに，県中小企業再生支援協議会及び金融機関の
支援担当部署との緊密な連携や再生支援審査会等
による審議を通じて，積極的な支援を行う。�
�
�
エ　創業・再挑戦に取り組む企業の支援については，
関連情報の収集・分析等に努め，適切に対応する。�
�
�
�
�
�
オ　経営・再生支援等に当たっては，金融機関や商
工団体等と緊密な連携を図りながら，効果的な対
策を講じる。�

実施状況�

ア　平成22年4月1日付け経営再生支援室を改組し，新たに経営支援部を創設し
た。（専任職員5名を配置）�
�
�
�
�
�
イ （ｱ）事故が予見される企業�
　面談・訪問回数　107回�
　条件変更　　件数575件，金額16,041百万円�
（ｲ）事業再生に取り組む求償権先�
　　管理部において，事業継続中の求償権先をリストアップし，新規求償権
267企業の他，既存求償権の見直しを行い，支援対象企業の選定を行った。
　選定作業の結果，支援対象となる企業はなく，当該保証の実績はなかった。�

（ｳ）ＣＳＳ，ＭＳＳの活用�
　ＣＳＳは2企業，ＭＳＳは28企業の再生計画の検証に活用した。�

�
ウ　（ｱ）再生支援�
　面談13企業�
　(相談内容：新規借入6企業，条件変更3企業，経営相談4企業）�
（ｲ）県再生支援協議会との連携�
　新規保証8件（前年度比100.0％），192百万円（前年度比117.0％）�
　条件変更120件（前年度比130.4％），3,408百万円（前年度比122.6％）�

　�
エ　平成22年6月以降，（財）かごしま産業支援センター主催のかごしま中小企業
応援センター連絡協議会に4回出席し，情報の収集を行った。�
　　また，8月には県中小企業経営革新支援協議会の経営革新支援チーム会議に出
席した。�

　　平成22年8月，再挑戦関連企業に対し1件，3百万円の保証承諾実績を行っ
た。�
�
オ　金融機関との連携強化を推進するため，地元5行庫・組合本部との意見交換会
を実施した。また，県商工会連合会主催の経営指導員委員会懇談会や南九州税理
士会の金融研修会に出席した。�
�

達成度�

ア　Ａ�
�
�
�
�
�
�

イ　Ｂ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ウ　Ｂ�
�
�
�
�
�
�

エ　Ａ�
�
�
�
�
�

オ　Ａ�
�

（５）　経営支援・再生支援等体制の強化及び創業・再挑戦支援の推進�
総合判定�

Ａ�
評価項目�

2　期中管理部門�



評価項目の自己評価�
　決算書を徴求した企業について，財務内容を精査・検討し，経営改善計画の実施状況や改善策の進捗状況を確認した。�
　計画未達先や財務内容が厳しい先等については，必要に応じ，面談や企業訪問等により実態把握を行った。�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

　大口保証企業，特定社債保証企業，ベンチャー・
創業関連保証企業や経営支援・再生支援企業につい
ては，大口保証企業等に係る保証後経営支援実施要
領に基づき，決算書を毎期徴求することにより，経
営計画の達成状況や財務状況を把握し，必要に応じ，
適切な措置を講じる。�

実施状況�

　大口保証企業等に係る保証後経営支援実施要領に基づいて，一定の基準に該当す
る中小企業者の決算書を徴求した。�
　徴求した企業数230企業（前年度229企業）�
　また，決算書徴求後，決算内容をＣＲＤに入力のうえ，必要と判断した企業に対し，
面談や訪問等を実施した。�
　面談・訪問企業数16企業（前年度比106.7％）�

達成度�

Ｂ�

（６）　大口保証企業等の決算書毎期徴求による事故防止�
総合判定�

Ｂ�
評価項目�

評価項目の自己評価�
　条件変更の申込については，当該企業の現状を把握するとともに，将来の事業計画や収支見込を検討のうえ，審査した。�
　特に，大口保証企業や財務内容の評価の低い企業からの申込については，単に返済方法の変更内容の審査だけでなく，経営者との面談や金融機関との綿密
な連携のもとに，実態に即して，具体的な経営改善策や長期収支計画の検討を行い，資金繰りの改善に努めた。�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　返済緩和の条件変更等の審査は，期中管理要領に
基づき，保証審査における定量及び定性評価と同様
の審査を踏まえ，経営改善計画や長期収支計画の実
現性・妥当性を検証するなど企業の実態に応じた対
応を行う。�

実施状況�

　期中管理要領及び経営支援部業務取扱要領に基づき，定量・定性評価を行い，改
善計画等の妥当性を検証したうえで対応した。�
�
　【条件変更】�
　　　件数　　　　2,270件（前年度比127.0％）�
　　　金額　 28,027百万円（前年度比122.9％）�

達成度�

Ａ�

（７）返済緩和の条件変更等の審査の充実�
総合判定�

Ａ�
評価項目�
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評価項目の自己評価�
　支援候補企業について現況確認等を行ったが，売上過小，廃業，破産等により当該保証の要件を満たしている企業はなく，実績に繋がらなかった。�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　営業中の求償権先について，訪問による現況把握
や決算書の徴求を行い，事業再生が可能か精査し，
経営再生支援所管部署等と連携して支援の促進に努
める。�

実施状況�

　管理部において，事業継続中の求償権先をリストアップし，新規求償権267件
の他，既存求償権の見直しを行い，支援対象企業の選定を行った。�
　新規求償権企業先については，代位弁済後，早期に営業状態及び返済状況等を検
討したが，再生を見込める企業はなかった。�
　また，既存求償権先については，毎月返済を履行している先に対し，返済額の増
額交渉を行う際に，事業再生の可能性を検討するよう努めているが，厳しい経営状
況下にある先が多く，再生を見込める企業はなかった。�

達成度�

Ｃ�

（８）求償権消滅保証に係る事業再生支援の促進�
総合判定�

Ｃ�
評価項目�

評価項目の自己評価�
ア　早期延滞管理リストに基づき延滞管理を行い，期中管理の強化に努めた。�
　　また，事故が予見される先については，面談・訪問による早期実態把握を行い，条件変更等の措置を講じた。�
　　なお，平成23年度から，「期中支援課」を新設，専任職員4名を配置し，期中管理体制の充実・強化に努めることとした。�
　�
　　【平成23年度の電話督促状況】�
　　　　4月　289件　　５月　305件�
　�
イ　平成22年度の代位弁済は574件（前年度比101.2％），4,275百万円（前年度比97.0％）となり，件数では前年度より７件増加したが，金額では
前年度を約130百万円下回る実績となった。�
　　また，代位弁済請求受付後，代位弁済実行までの平成22年度の平均処理日数は29.5日となり，平成21年度の35.9日より6.4日短縮し手続きの迅
速化が図られた。�

課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　延滞発生に際しては，早期に金融機関及び対象
企業を含めた協議を行い，破綻危機回避のための
必要かつ適切な措置を講ずる。�

　　さらに，ＣＲＤスコアリングモデルの評点が一
定基準以下の企業や事故報告先企業等を対象として，
金融機関と緊密に連携し，代表者面談，企業訪問
による実態把握を行い，事故予見先の早期発見と
経営課題に対する助言指導，条件変更等，必要か
つ適切な支援を積極的に推進する。�
�
�
�
�
�
イ　金融機関との連携を密にし，正確かつ迅速な代
位弁済を行う。�

実施状況�

ア　毎月初めに出力する早期延滞管理リストに基づき，主に金融機関から必要な情
報収集を行い，条件変更や借換保証等による正常化を図った。�
�
　【条件変更】�
　　件数　　　　2,270件（前年度比127.0％）�
　　金額　28,027百万円（前年度比122.9％）�
　�
　「保証債務残高50百万円以上，かつＣＲＤカテゴリー2以下」等の企業や事
故報告先企業等については，面談・訪問による実態把握に努め，必要な措置を
講じた。�
�

　【面談・訪問回数】�
　　107回�
�
イ　保証部から移管した代位弁済予定案件については，移管日を含め2日以内に金
融機関へ代位弁済に係る指示・依頼文書を送付し，提出締切日を基に期日管理を
行った。�
　　また，時間を要する案件については，金融機関へ随時進捗状況を確認し，手続
きの迅速化を図った。�
　　代位弁済に係る正確な事務手続きと迅速化を図るため，金融機関への事務説明
会を計5回実施した。�
�
・平成22年度実績（前年度実績）�

代位弁済被請求　　　571件　　（559件）�
代位弁済　　　　　　574件　　（567件）�
代位弁済被請求残　　23件　　　(　28件）�

達成度�

ア　Ａ  �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

イ　Ａ  

（９）事故予見先の早期実態把握による期中管理の強化及び適時・的確な代位弁済の履行�
総合判定�

Ａ�
評価項目�



評価項目の自己評価�
ア　平成22年度の求償権回収額は1,119百万円，前年度比81.9％となったが，計画の1,100百万円については達成した。その内，定期回収は277百
万円，前年度比97.6％とほぼ前年度並みであったが，不定期回収は842百万円，前年度比77.8%となり前年度を下回った。�
　　不定期回収の内，物件処分による回収が648百万円となり，前年度から160百万円減少したことが不定期回収の低下要因となったが，有担保求償権
の競売申立を促進したことなどから，協会申立による競売配当は前年度比138.1%と増加した。�
　　定期回収については，平成22年10月に「分割返済管理システム」が稼働し，定期回収先の掘り起しと追跡管理の強化を図ることができた。�
�
イ　平成22年度の保証協会債権回収㈱の求償権回収額は164百万円となり，前年度比125.3％，計画比112.9％となった。その内，定期回収について
は前年度比117.3%，不定期回収については前年度比171.3%となり，特に，不定期回収については，回収が長期化していた無担保大口案件の一括返
済交渉が実り，回収の増加に繋がるなど，無担保求償権の回収促進が図れた。�
　　なお，平成23年度から，保証協会債権回収㈱については，回収業務に係る折衝方法の制限等があることから，定期回収先を主体に委託するよう改め
た。�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　求償権回収を促進するため，代位弁済後，早期
に回収に着手するとともに，定期回収の増加に努
める。�
　　また，一括入金や担保物件の処分を促進し回収
の最大化に努める。�
�
�
�
�
�
イ　保証協会債権回収㈱を有効に活用し，効率的か
つ効果的な回収に努める。�

実施状況�

ア　新規求償権574件については，現況を把握し回収方針を明確にするため，代
位弁済後早期に返済交渉を行った。�
　　新規の有担保求償権118件については，代位弁済後6か月間の追跡管理を徹
底し，任意処分が見込めない案件は，競売申立を迅速に行うなど回収の促進に努
めた。�
　　定期回収については，「分割返済管理システム」を稼働させ，入金管理の強化を
図るとともに，電算による自動督促機能を有効に活用した。�
　　一括入金予定案件や担保処分予定案件については，入金管理を徹底するとともに，
入金がなかった案件について追跡管理を行い，善後策を講じた。�
�
イ　無担保求償権の回収促進を図るため，平成22年度は保証協会債権回収㈱への
出向者を1名増員し，年間450件の新規委託を行った。�
　（21年度委託件数200件）�
　　また，債務者等が県外に転出している求償権については，保証協会債権回収㈱
の県外営業所へ委託して効率的な回収の促進に努めた。�

達成度�

ア　Ａ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

イ　Ａ�

（１０）求償権回収の促進�
総合判定�

Ａ�
評価項目�

評価項目の自己評価�
ア　各求償権については，担当者と課長が協議のうえ回収方針を決定することから，その後の進行管理について一体となって取り組むことができ，適時適切
な督促を継続し回収の促進が図れた。�

　　「追跡案件調書」の対象とした案件については，債務者や関係機関等との交渉が緊密となり，実態把握が詳細に行われ，交渉経過の管理に効果的であっ
た。�
�
イ　管理事務停止については，毎月実施している時効管理ヒヤリング及び年2回実施した全求償権ヒアリングにより対象先をリストアップし適時実施した
ことから，求償権回収の合理化・効率化に努めることができた。�
　　なお，平成23年度から専任職員を配置し，更に的確な管理事務停止及び求償権整理を行い，求償権回収の促進を図ることとした。�

課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　各求償権の回収方針を基に適正な進捗管理を行う。�
�
�
�
�
�
�
�
イ　求償権回収の合理化，効率化を図るための管理
事務停止及び求償権整理を的確に行う。�

実施状況�

ア　「求償権の分類及び進行管理に関する要領」に基づき，一括入金予定及び未分類
の求償権については，毎月，担当者と課長が協議のうえ回収方針を決定し，全求
償権については年2回，回収促進手段に基づき手続きが実行されているか課長が
確認し，必要な措置を講じた。�

　　また，回収手続きが長期化している案件で，随時追跡の必要がある案件につい
ては，「追跡案件調書」を作成し，債務者等の実態把握を行うとともに，毎月開催
する部内会議において回収方針等の善後策を講じた。�

�
イ　回収が見込まれる求償権への集中的な取り組みと管理事務の効率化を図るため，
破産等により回収が困難又は不能な求償権を中心に管理事務停止を実施した。�
　　また，求償権整理についても基準に基づき適切に実施した。�

達成度�

ア　Ａ�
�
�
�
�
�
�
�

イ　Ａ�

（１１）求償権の適正管理及び的確な管理事務停止と求償権整理の実施�
総合判定�

Ａ�
評価項目�

3　回収部門�
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評価項目の自己評価�
　理事会で承認された平成22年度経営計画については，主務省に報告・説明した。�
　平成21年度経営計画については，7月に開催した外部評価委員会における意見・助言を踏まえ，自己評価を取りまとめ公表した。�
　また，9月27日から10月1日にかけて実施された九州経済産業局の立入検査においては，企画調整課が統括担当となり，各部署間の総合調整に努め
た。�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　年度経営計画の策定，各部署間の横断的な企画立案・
総合調整，事務の合理化・効率化等に関する企画調
整機能を充実し，その十分な発揮に努める。�
　また，本協会の部長や次長等で構成する「計画等
自己評価委員会」において年度経営計画の自己評価
を行うとともに，公認会計士等で構成する「外部評
価委員会」から，自己評価に係る評価方法，評価内
容等について，意見・助言を受けることとする。 �

実施状況�

　平成22年度経営計画については，平成22年3月23日に開催の理事会におい
て承認され，同年4月１日付けで，金融庁長官及び経済産業大臣に対し報告すると
ともに，同年5月17日，九州経済産業局に対し説明を行った。�
�
　計画等自己評価については，平成22年7月5日，「外部評価委員会」を開催し，
平成21年度経営計画の実施状況等に関する本協会の自己評価（案）について，意見・
助言を求めた。�
　同年7月30日，同委員会の委員長から会長に対して「平成21度経営計画の自
己評価に係る意見等について」の報告があった。�
　同年8月4日，外部評価委員会による意見・助言を踏まえ「平成21年度経営計
画の評価」を取りまとめた。�
　同年8月6日に九州経済産業局，鹿児島財務事務所に対し，それぞれ説明を行っ
た後，ホームページ及び保証月報（7月号）により公表した。�

達成度�

Ａ�
�

（１２）企画立案や総合調整機能等の充実�
総合判定�

Ａ�
評価項目�

評価項目の自己評価�
　財務データの入力チェックについては，保証審査担当者及び課長による二重チェックを行っており，保証料算出金額の違算等は発生していない。�
　また，保証料率等再計算・検証は，定期的に実施しており，正確な保証料徴収が行われた。�
　責任共有制度に係る金融機関向け送付データについては，これまで誤りは発生しておらず，正確なデータ提供ができている。�
　改正利息制限法及び改正出資法に対する電算システムについては，関係部署との連携により，職員に対する周知や適切な運用が図れた。�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　リスク考慮型保証料率体系の運用については，財
務データの入力チェック体制の強化及び保証料率等
再計算システムによる検証を実施し，その正確性の
確保に努める。�
　また，責任共有制度については，金融機関別の保
証債務残高や代位弁済額及び移転担保処分による回
収額の集計結果を定期的に出力，点検する。�
　更に，平成22年6月に施行された改正利息制限
法及び改正出資法に適切に対処するため，必要な諸
規程等の改正や電算処理システムの変更に取り組む。�

実施状況�

　保証料率等再計算検証システムによる検証については，保証料率等再計算・検証
事務マニュアルに基づき，平成22年6月，9月，12月，平成23年3月の計4
回実施した。�
　また，裏書譲渡手形等に係る入力データの検証については，平成22年4月，8月，
11月，平成23年2月の計4回実施した。�
　責任共有制度に係る負担金計算の基礎データについては，連合会から送付された
データの点検・保管を行った。改正利息制限法及び改正出資法に対処するため，信
用保料等徴収規程の一部を改正し，保証協会システムセンターにおいてシステム開発，
変更を行うとともに，関係部署ごとに研修を行い周知を図った。�

達成度�

Ａ�

（１３）リスク考慮型保証料率体系及び責任共有制度の円滑な実施�
　　　　並びに改正利息制限法及び改正出資法への対応�

総合判定�

Ａ�
評価項目�

4　その他間接部門�



評価項目の自己評価�
　各種研修会の参加については，年度当初に受講者計画を作成し，積極的な参加に努めた。�
　資格取得等奨励表彰制度の表彰対象を拡充し，より多くの職員がチャレンジできるように改正した。�
　審査能力に関する目利き向上と，回収業務に関する知識向上を図るため，各部内におけるＯＪＴ研修等を実施した。�
　なお，平成23年度は，信用調査検定について初級5名，中級8名，上級2名，計15名がチャレンジすることとしてる。�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

　保証制度の高度化・多様化に対応するためには，
より高度な知識やノウハウが必要となってきており，
職員の資質向上が不可欠である。�
　このため，協会内外の研修等による職員の審査能
力に関する目利き能力向上はもとより，顧客目線に
立った審査ができるよう職員の意識改革を図るとと
もに，保証利用企業に対する経営コンサルティング
能力の向上に努める。�
　また，弁護士・司法書士等の専門家による研修会
や連合会研修等へ積極的に参加させるとともに，部
内でのＯＪＴにより，回収業務に関する知識向上を
図る。�

実施状況�

　連合会等が主催する研修会に延べ26名が参加し，本協会が推薦する通信教育を
3名が受講した。�
�
【連合会主催の主な研修】�
・中小企業大学校目利き・財務分析研修3名�
・実務研修（管理回収）2名�
・事業再生支援講座3名�
・ＭＳＳ活用講座1名�
�
　職員の資格取得の推進・奨励を図るため，国家資格及び国家試験に限定していた
表彰の対象に，連合会が実施する信用調査検定を追加した。�
�
【信用調査検定合格者】�
　　初級2名　中級3名�
�
　また，税理士資格取得のため大学院に通学する職員がいるため，勤務時間の調整
等を行うなど，積極的に支援することとした。�
　各部においては，関連する知識を高めるため，事故案件の検証分析や回収業務に
関連する判例等をテーマとする部内研修を実施した。�

達成度�

Ａ�

総合判定�

Ａ�
評価項目�

評価項目の自己評価�
　共同システムについては，同システム協議会から参加協会に対し，適宜，システムに関する説明会や情報提供により，適時・適切な運用が行われている。�
�
　事業継続計画については，今年度下期に同計画の周知を図ったが、訓練についてはシステムセンターを交えて行うため，平成23年度に実施することとし
た。�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　電算処理システムの開発・運用・管理については，
電算業務取扱規程に基づき，適正かつ効率的な運用
を図るとともに，関係部署間の連携強化，電算関係
職員の資質向上対策等に努める。�
　また，平成22年度に施行する緊急時における事
業継続に係る方法や手段などを取り決めておく事業
継続計画（ＢＣＰ）について，関係部署と連携し，
当該計画の周知徹底を図るとともに，教育訓練を実
施する。�

実施状況�

　関係部署から依頼を受けた7件の電算システムの開発及び変更については，毎月
開催する電算システム検討委員会で検討を行い，適正な運用に努めた。�
　また，関係機関から電算システムに影響を及ぼすと思われる通知 (文書 )を受理し
た場合は，システムセンター及び関係部署と連携し，電算システム検討委員会で検
討のうえ迅速かつ適切な対応に努めた。�
　事業継続計画(ＢＣＰ )について，平成23年3月に協会内説明会を実施し，当該
計画の周知を図った。�

達成度�

Ｂ�

（１５）電算処理システムの適正かつ効率的な運用�
総合判定�

Ｂ�
評価項目�

（１４）信用保証制度の多様化・高度化に対応した職員の資質向上及び�
　　　 保証審査に対する目利き能力の向上�
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評価項目の自己評価�
　個人情報保護関係規程に基づく事務処理の徹底に努めており，個人情報漏えい事案の発生はなく，個人情報の管理は適正に行われた。�
　幹部会議や，毎月のコンプライアンス委員会により，コンプライアンス啓蒙活動に努めるとともに，平成22年度コンプライアンス・プログラムに基づ
き，全体研修及び個別研修を実施し，役職員の法令遵守の徹底に努めた。�
　また，引き続き反社会的勢力のデータベース化を実施し，有事における対応強化を図った。�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　個人情報保護の徹底を図るために関係諸規程の整
備を行ってきたが，これら諸規程の周知徹底を図る
とともに，個人情報の適正な管理に努める。�
　また，コンプライアンス・マニュアルに基づき，
具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログ
ラムを策定し，コンプライアンス研修・啓蒙活動実
施により役職員の倫理意識及び公共意識の向上，法令・
諸規程等の適正な運用に努めるとともに，正確な業
務運営に取り組む。�
　更に，コンプライアンス委員会において認定した，
反社会的勢力をデータベース化し，有事における対
応強化を図る。�

実施状況�

　個人情報保護関係規程の周知徹底については，コンプライアンス個別研修の目的
として位置づけており，各部署において研修を実施した。�
　平成22年度コンプライアンス・プログラムは，規定に基づき，平成22年2月
16日開催のコンプライアンス委員会において審議のうえ，同年3月12日に開催
した常勤役員会において承認された。(同年4月1日施行)�
具体的には，次のとおり実施した。�
【コンプライアンス担当者向け研修】�
　平成22年5月（講師：常務理事）�
　平成23年3月（講師：専務理事）�
【全体研修】�
　平成22年6月（講師：顧問弁護士）�
　平成22年11月（講師：県暴力追放運動推進センター）�
【個別研修】�
4月，7月，10月，12月に各部長・各課長等により実施�
�
反社会的勢力のデータベース化�
　平成23年3月末現在，コンプライアンス委員会が認定した反社会的勢力等は次
のとおり。�
　反社会的勢力　　108先�
　反社会的勢力懸念　51先�

達成度�

Ａ�
�

（１６）個人情報の適正な管理及びコンプライアンス態勢の充実・強化�
総合判定�

Ａ�
評価項目�

評価項目の自己評価�
　平成22年度は，計画した全ての内部監査を実施するとともに，無通告監査を2回実施し，事務の改善や統一化に繋げることができた。�
　また，監事監査との連携により，的確かつ効率的な内部監査を実施することができた。�
�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　協会業務の適正かつ効率的な運営を図るため，業
務執行状況及び会計処理状況並びに財産の保全状況
について，協会運営や目標達成に貢献することを目
的とした，内部監査を実施する。�
　また，無通告監査の活用や監事監査との緊密な連
携などにより，協会業務を支援し，財産の保全及び
経営計画の達成並びに健全かつ断続的発展の実現を
支援する。�

実施状況�

　平成22年度は，的確で効率的な監査を実施するため，各部の監査を四半期に1
回実施した。なお，平成22年度に創設された経営支援部の監査については，保証
部と同時に実施した。�
　また，内部監査を実施するにあたり ,担当する監査員は，関係する規程や要領等
について，事前研修を行った。無通告監査は，年間に2回実施するとともに，監事
監査との連携により，的確な内部監査に繋げることができた。�
　なお，監査結果は全て会長まで報告するとともに，幹部会議において報告し，改
善を要する事項等については，必要に応じ，担当する部長に対し回答を求めた。�

達成度�

Ａ�

総合判定�

Ａ�
評価項目� （１７）協会運営や経営目標の達成に貢献する内部監査の実施�
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（単位：百万円，％）�

【5　事業計画】�

（1）保証承諾�

（2）保証債務残高
　　�

（3）保証債務平均残高�

（4）代位弁済�

（5）実際回収�

（6）求償権残高�

21年度実績�
A

93,324

205,692

203,701

4,405

1,366

1,841

90,000

204,000

207,800

6,000

1,100

2,222

実績　Ｃ�計画　B

22年度�

87,455

203,875

204,940

4,275

1,119

1,666

対前年度�
実績比�
C/A

93.7

99.1

100.6 

97.0 

81.9

90.5

�
達成度�

Ｂ�

Ｂ�

Ｂ�

Ａ�

Ａ�

Ａ�

計画比�
�

C/B

97.2

99.9

98.6

71.3 

101.7

75.0 

実績の自己評価�

  平成22年度は，緊急保証制度が平成23年3月末で終了することもあり，
下期は計画額を上回ったものの，上期が低調であったため，年度末では計画
額に25億円余り不足した。�

　保証承諾は計画を下回ったものの，保証期間の長い緊急保証制度の利用も
あって，ほぼ計画額どおりの保証債務残高となった。�

　保証債務残高は計画額通りであったが，上期の保証承諾が計画額を下回っ
たことから，保証債務平均残高は，計画額に29億円不足した。�

　国の緊急保証による資金繰り支援や，中小企業金融円滑化法による返済緩
和の実施等により，平成22年度の県内中小企業の倒産は鎮静化しており，
代位弁済についても，計画額を下回り，ほぼ前年度並みの実績となった。�

 　定期回収は前年度比97.6%とほぼ前年度並みであったが，不定期回収が前年度比
77.8%と大きく下回った。特に不定期回収のうち，不動産処分による回収額が前年度
を約160百万円下回ったことが影響しているが，年度計画の11億円については達成
した。�

 損失補償の負担割合が高いセーフティネット保証の代位弁済が増加しているこ
とや，22年度決算から金融安定化特別基金の振替による損失補償償却を実施し
たことなどから，求償権残高は前年度より175百万円減少し1,666百万円と
なった。�

項目�

【6　収支計画】�

21年度実績�
A 実績　Ｃ�計画　B

22年度� 対前年度�
実績比�
C/A

計画比�
�

C/B
実績の自己評価�項目�

(1)経常収入�

(2)保証料�

(3)運用資産収入�

(4)責任共有負担金�

(5)その他�

(6)経常支出�

2,686

2,281

318

24

63

2,911

2,292

321

257

41

2,892

2,234

327

259

72

107.7

97.9

102.8

1,079.2

114.3

99.3

97.5

101.9

100.8

175.6

(7)業務費�

(8)借入金利息�

(9)信用保険料�

(10)雑支出�

(11)経常収支差額�

1,719

752

0

962

5

1,777

799

0

956

22

1,720

757

0

957

6

100.1

100.7

─�

99.5

120.0

96.8

94.7

─�

100.1

27.3

(12)経常外収入�

(13)償却求償権回収�

(14)責任準備金戻入�

(15)求償権償却準備金戻入�

(16)求償権補填金戻入�

966

5,961

62

1,150

953

1,134

6,542

77

1,274

793

1,172

5,757

89

1,257

822

121.3

96.6

143.5

109.3

86.3

103.4

88.0

115.6

98.7

103.7

(17)その他�

(18)経常外支出�

(19)求償権償却�

(20)責任準備金繰入�

(21)求償権償却準備金繰入�

3,795

0

6,614

4,517

1,257

4,398

0

7,238

5,116

1,239

3,589

0

6,174

4,139

1,253

94.6

─�

93.3

91.6

99.7

81.6

─�

85.3

80.9

101.1

(22)その他�

(23)経常外収支差額�

(24)金融安定化特別基金取崩額�

(25)制度改革促進基金取崩額�

(26)当期収支差額�

822

19

△ 654

44

0

868

15

△ 696

�

0

763

19

△ 417

�

2

92.8

100.0

63.8

�

─�

87.9

126.7

59.9

�

─�

(27)収支差額変動準備金繰入額�

(28)収支差額変動準備金取崩額�

(29)基金準備金繰入額�

(30)基金準備金取崩額�

(31)金融安定化特別基金繰入額�

357

178

0

179

0

438

218

0

220

0

757

378

0

379

0

212.0

212.4

─�

211.7

─�

172.8

173.4

─�

172.3

─�

(32)基金取崩額�

0 � � � �

�
達成度�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

Ａ�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

─�

Ａ�

─�

─�

─�

─�

─�

0 0 0 ─� ─� ─�

（2）保証料�
　保証債務平均残高は，前年
度比0.6％増となったが，保
証料率の低い緊急保証制度保
証の構成比の割合が増加した
ことから，保証料収入は前年
度比2.1％減となった。　　
　　�
�
（3）運用資産収入�
　預け金利回りは，前年度よ
り 0.12％減少したが有価証
券残高及び利回りの増加により，
計画比2.2％増となった。　�
�
（7）業務費�
　事務費等の経費削減に努め
たことから，計画比5.3％減
となった。�
�
(26)当期収支差額�
　保証料収入は減少したが，
事務補助金や雑収入の増加に
より，経常収支差額は計画比
3.4％増となった。�
　また，代位弁済の大幅な減
少により，経常外収支差額は
計画比40.1％減となった。�
　これにより，当期収支差額は，
計画比172.8％と大幅な増と
なった。�
�

（単位：百万円，％）�

平成22年度経営計画における収支計画に対する実績のうち，主なものについて，次のとおり自己評価を行った。�

　平成22年度経営計画における事業計画に対する実績について，次のとおり，自己評価を行った。�
　なお，自己評価の基準となる達成度については，別紙３「計画等自己評価（案）に係る達成度判定基準成基準」に基づき,Ａ・Ｂ・
Ｃ・Ｄの4段階とし,Ａ～高い,Ｂ～普通,Ｃ～やや低い,Ｄ～低いとした。（以下，６について同じ）�
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平成22年度経営計画における財務計画に対する実績のうち，主なものについて，次のとおり自己評価を行った。 �【7　財務計画】�

21年度実績�
A 実績　Ｃ�計画　B

22年度� 対前年度�
実績比�
C/A

計画比�
�

C/B
項　目�

(1)県� 0 0 0 ─� ─�

(2)市　町　村� 0 0 0 ─� ─�

(3)金融機関等� 0 0 0 ─� ─�

(4)合　　　計� 0 0 0 ─� ─�

(5)基金取崩� 0 0 0 ─� ─�

(6)基金準備金繰入� 179 220 379 211.7 172.3

(7)基金準備金取崩� 0 0 0 ─� ─�

(8)基　　　金� 5,788 5,788 5,788 100.0 100.0

(9)基金準備金� 6,664 6,923 7,043 105.7 101.7

(10)合　　　計�

(11)制度改革促進基金造成�

(12)制度改革促進基金取崩�

(13)制度改革促進基金期末残高�

(14)収支差額変動準備金繰入�

(15)収支差額変動準備金取崩�

(16)収支差額変動準備金期末残高�

(17)国からの財政援助�

(18)基金補助金�

(19)地方公共団体からの財政援助�

(20)保証料補給（「保証料」計上分）�

(21)保証料補給（「事務補助金」計上分）�

(22)損失補償補填金�

(23)事務補助金（保証料補給分を除く）�

(24)借入金運用益�

12,453 12,711 12,831 103.0 100.9

28 ─� 87 310.7 ─�

0 ─� 2 ─� ─�

360 360 446 123.9 123.9

178 218 378 212.4 173.4

0 0 0 ─� ─�

4,072 4,329 4,450 109.3 102.8

0 ─� 0 ─� ─�

0 ─� 0 ─� ─�

475 ─� 386 81.3 ─�

261 ─� 199 76.2 ─�

0 0 0 ─� ─�

214 229 187 87.4 81.7

0 0 0 ─� ─�

0 0 0 ─� ─�

(25)責任共有負担金� 24 257 259 1,079.2 100.8

（単位：百万円，％）�

金
融
機
関
等
負
担
金�

年
度
中
出
え
ん
金
・�

期
末
基
本
財
産�

実績の自己評価�

（6）基金準備金繰入�
　当期収支差額が，計画を上回る757百万
円となったことから，計画と比べ159百万
円の繰入額の増加が図られた。�
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【8　経営諸比率】�

21年度実績�
A 実績　Ｃ�計画　B

22年度� 対前年度�
実績増減�
CーA

計画比�
増減�
CーB

項目�

(1)保証平均料率� 1.12 1.10 1.09 △ 0.03 △ 0.01

(2)運用資産収入の保証債務平残に�
　　対する割合�

0.16 0.15 0.16 0.00 0.01

(3)経費率� 0.37 0.40 0.37 0.00 △ 0.03

(4)（人件費率）� 0.27 0.27 0.26 △ 0.01 △ 0.01

(5)（物件費率）� 0.11 0.12 0.11 0.00 △ 0.01

(6)信用保険料の保証債務平残に�
　　対する割合�

0.47 0.46 0.47 0.00 0.01

(7)支払準備資産保有率� 11.63 11.71 12.13 0.50 0.42

(8)固定比率� 0.02 0.02 0.01 △ 0.01 △ 0.01

(9)基金の基本財産に占める割合� 46.48 45.54 45.11 △ 1.37 △ 0.43

(10)求償権による基本財産固定率�

8.18 10.64 7.04 △ 1.14 △ 3.60

1,841 2,222 1,666 ─� ─�

(11)基本財産実際倍率� 16.52 16.05 15.89 △ 0.63 △ 0.16

(12)代位弁済率� 2.16 2.89 2.09 △ 0.07 △ 0.80

(13)回収率� 3.57 2.52 2.75 △ 0.82 0.23

実績の評価�

（1）保証平均料率�

　緊急保証制度が創設から2年経過し，必要

資金が一巡した影響により保証承諾が計画比

2.8％，保証債務平均残高も1.4％減少した。�

　また，保証料率の低い緊急保証制度保証の

構成比が高くなったことから，保証平均料率

は計画比0.01ポイント減となった。　　�

�

（3）経費率�

　事務費等の経費削減に努めたことから，計

画比0.03ポイント減となった。�

�

（12）代位弁済率�

　代位弁済が，緊急保証の対応や金融円滑化

法による効果で，計画を大きく下回ったこと

から，代位弁済率は，計画比0.80ポイント

減となった。�

注)　 1 基本財産とは，決算処理後のものとする。�
 2 基本財産固定率欄の下段には，計算根拠となる各年度末ごとの求償権残高の実数（単位：百万円）を記入する。�
 3 算式�

（1）保証平均料率…………………………………………�

（2）運用資産収入の保証債務平残に対する割合………�

（3）経費率…………………………………………………�

（4）人件費率………………………………………………�

（5）物件費率………………………………………………�

（6）信用保険料の保証債務平残に対する割合…………�

（7）支払準備資産保有率…………………………………�

（8）固定比率………………………………………………�

（9）基金の基本財産に占める割合………………………�

（10）求償権による基本財産固定率……………………�

（11）基本財産実際倍率…………………………………�

（12）代位弁済率…………………………………………�

（13）回収率………………………………………………�

保証料収入／保証債務平均残高�

運用資産収入／保証債務平均残高　�

経費【業務費＋雑支出】／保証債務平均残高�

人件費／保証債務平均残高�

物件費【経費－人件費】／保証債務平均残高�

信用保険料／保証債務平均残高�

（流動資産－借入金）／保証債務残高�

事業用不動産／基本財産�

基金／基本財産�

（求償権残高－求償権償却準備金）／基本財産�

保証債務残高／基本財産�

代位弁済額（元利計）／保証債務平均残高�

回収（元本）／（期首求償権＋期中代位弁済（元利計））�

（単位：%，ポイント）�

平成22年度経営計画における経営緒比率に対する実績のうち，主なものについて，次のとおり自己評価を行った。�
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【Ⅲ　自己評価に対する外部評価委員会の意見・助言】�

平成２２年度経営計画の自己評価に係る意見等について�
�

　我が国経済は，リーマンショック以降，世界的な景気後退の中で急速に悪化したが，国による景気対応緊急保証や中小企業
金融円滑化法の施行等金融支援策の推進により，中小企業の資金円滑化が図られ，企業倒産は沈静化し，一部で景気の持ち直
しの動きが見られた。�
　本県中小企業を取り巻く環境は，個人消費の低迷，設備投資の減少等により厳しい状況にある中で，飲食業，観光産業等へ
の効果が大いに期待される九州新幹線鹿児島ルートの全線開業を迎えたが，直前に発生した東日本大震災の影響もあり，当初
の見込みを下回った利用客は，５月の連休を期に増加しているものの，鹿児島地区や指宿地区が主となっており，県内全域へ
の広がりという面では先行き不透明感が見られる。�
　このような状況の中で，鹿児島県信用保証協会の業績は，保証承諾額87,455百万円（計画比97.2％），代位弁済額4,275
百万円（計画比71.3％），実際回収額1,119百万円（計画比101.7％）となり，保証承諾の計画比は前年割れとなるも，景気
対応緊急保証や中小企業金融円滑化法による金融支援策により，代位弁済が大幅に減少したこと等により収支も確保され，概
ねバランスの取れた業務体制が構築されているものと判断する。�
　以上の状況を踏まえ，今後の県内における安定した信用保証業務の継続と，より一層の経営基盤の強化を目指していただく
ために，当委員会は以下について提言する。�
�
１　保証部門について�
　保証部門においては，緊急保証の一服感もあり保証承諾，保証浸透率は前年度より落込んだ。�
　保証利用の推進については，面談・企業訪問等を積極的に行うなど保証審査の充実と効率化の努力は見られるところであ
るが，昨年度も提言したように，新たな需要の掘り起こしや，保証協会制度に親しめる環境作りに努めることなど更なる取
り組みが必要である。�
　また，多様化する顧客ニーズへの対応や，取扱金融機関との意思の疎通に積極的に対処する必要があると考える。�
　加えて，協会が情報配信しているＥメールの効果的な活用による利便性の向上や，地域中小企業者と密接に連携している
商工団体等との関係構築を図るなど，さらなる保証利用の推進をお願いしたい。�
�
２　期中管理部門について�
　期中管理部門においては，今後増加が懸念される事故発生や代位弁済の抑制を図るため，期中支援課を新設したことは，
時宜を得た組織改革であると考える。�
　今後，同課におけるリスケジュールによる再生支援を充実させ，顧客目線に沿って親身になった，きめ細かい経営相談や
経営指導に努めることが重要であると認識する。�
　また，中小企業を取り巻く環境の改善には相当な時間と労力を要するが，経営支援・再生支援を担当する期中管理部門は，
より一層の審査能力向上に努め，中小企業者の経営体質強化，フォローアップを行い，代位弁済の抑制に繋げられるよう期
待する。�
　なお，求償権消滅保証については，先進地協会の成功事例を参考に，管理部との連携による取り組みが必要である。�
�
３　回収部門について�
　回収部門については，計画以上の回収が図られているが，不動産処分等，担保による回収が大きな割合を占めている状況
にある。�
　今後，人的・物的保全のない求償権が増加することが想定されることから，さらに継続的・効率的な回収を図る必要がある。�
　そのため，画一的でなく，個々の求償権の実態に沿った適切な回収方策や，保証協会債権回収(株)の効果的な活用につい
て検討を行うとともに，回収困難又は回収不能な求償権については，「求償権整理取扱要領」に基づき適宜求償権整理を実
施し，効率的な債権管理に努める必要がある。�
�
４　その他間接部門について�
　その他間接部門については，職員研修，コンプライアンス態勢ともに，それぞれの担当部署において計画的に実施されて
おり，経営の透明化，適正化等の体制強化が図られているところであるが，今後とも多様化する顧客ニーズに対応した職員
の養成を積極的に行い，資質向上及び目利き能力の向上に努めていただきたい。�

　平成２２年度経営計画の実施状況等に関する本協会の自己評価について，平成２３年７月４日，「外部評価委員会」

に意見・助言を求めたところ，同年７月２９日，同委員会の宮廻甫允委員長から本協会会長に対して，次のとおり，

「平成２２年度経営計画の自己評価に係る意見等について」の報告があった。�

（参考）外部評価委員会委員�
 委員長 宮廻　甫允 鹿児島大学法文学部教授�
 委　員 田畑　恒春 公認会計士�
 委　員 野田　健太郎 弁護士�
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外部評価委員会運営規程�
�

�
（総　則）�
第１条　この規程は，鹿児島県信用保証協会（以下「協会」という。）に設置する外部評価委員会（以下
「委員会」という。）の運営等について，必要な事項を定めるものとする。�
�
（委員会の目的）�
第２条　委員会は，協会の運営規律の強化や透明性の向上を図るため，協会の業務実績等について，客
観的な評価を行うことを目的とする。�
�
（委員会及び委員）�
第３条　委員会は，弁護士，公認会計士等の学識経験を有する者のうちから，協会の会長（以下「会長」
という。）が委嘱した者（以下「委員」という。）をもって，組織する。�
２　委員は３人以上とし，委員会には委員が互選する委員長を置く。�
３　委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。�
４　委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。�
　�
（委員の任期）�
第４条　委員の任期は，２年とする。ただし，欠員が生じた場合における新たな委員の任期は，前任者
の残任期間とする。なお，再任は妨げない。�
�
（召　集）�
第５条　委員会は，会長の要請に基づき，委員長が召集する。ただし，委員長が選ばれるまでは，会長
が召集する。�
２　委員会の召集は，書面で日時及び場所を示し通知して行う。�
３　委員会は，半数以上が出席しなければ開催することはできない。�
�
（審議事項等）�
第６条　委員会は，第２条の目的を達成するため，協会が自ら行った中期事業計画及び年度経営計画に
係る業務実績並びにコンプライアンス体制及び運営状況について，その評価の評価項目，評価方法及
び評価内容等を審議し，意見を付して会長に報告する。�
�
（秘密の保持）�
第７条　委員は，協会の業務実績評価に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。�
�
（報酬等）�
第８条　会長は，委員に対し，別に定めるところにより，報酬及び審議に要した費用を支給することが
できる。�
�
（庶　務）�
第９条　委員会の庶務は，協会の総務部企画調整課において行う。�
�
　　　附　則�
　この規程は，平成１８年１２月　１日から施行する。�
　　　附　則�
　この規程は，平成２０年　６月１８日から施行する。�
�
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中期事業計画及び年度経営計画に係る自己評価実施要領�
�
�
　（総　　則）�
第１条　この要領は，鹿児島県信用保証協会（以下「協会」という。）の中期事業計画及び年度経営計画
（以下「計画等」という。）に係る自己評価の実施について，必要な事項を定めるものとする。�
�
　（自己評価の提出）�
第２条　企画調整課長は，計画等の期間終了後１月以内に，各部長及び調査室長から当該部署に関する
計画等の評価項目に係る自己評価（案）を，中期事業計画の各評価項目に係る自己評価（別記第１号
様式），中期事業計画の事業計画に係る自己評価（別記第２号様式），年度経営計画の各部門別評価項
目に係る自己評価（別記第３号様式）及び年度経営計画の事業計画に係る自己評価（別記第４号様式）
により，提出させるものとする。�
２　企画調整課長は，前項において提出された計画等自己評価（案）を取りまとめのうえ，第３条に規
定する「計画等自己評価委員会」（以下「委員会」という。）の委員長に速やかに提出するものとする。�
３　年度経営計画に係る自己評価は，前２項によるほか，各年度の上半期終了後，当該上半期に係る自
己評価を前２項に準じて処理するものとする。�
�
　（委員会の設置）�
第３条　前条第２項及び第３項の規定に基づき提出された計画等自己評価（案）を協議，検討するため，
協会に委員会を設置する。�
２　委員会の委員は，総務部長，保証部長，経営支援部長，管理部長，総務部次長，保証部次長（総括），
経営支援部次長及び管理部次長，をもって構成し，委員長には総務部長を充てる。�
３　委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。�
４　委員会の会議は，委員長が召集し，会議の議長となる。�
５　委員長は，前条第２項及び第３項の規定に基づき受理した計画等自己評価（案）を，受領後３週間
以内に協議，検討し，別に定める「計画等自己評価（案）に係る達成度判定基準」に基づき達成度の
判定を行ったうえ，常勤役員会に計画等自己評価（案）を提出するものとする。�
　�
　（常勤役員会）�
第４条　常勤役員会は，前条第５項の規定に基づき提出された計画等自己評価（案）について協議，検
討し，計画等自己評価（案）を取りまとめるものとする。�
２　会長は，前項の計画等自己評価（案）を決裁のうえ，計画等の期間終了後４月以内に，外部評価委
員会の意見・助言等を求めることとする。�
　　ただし，第２条第３項に規定する各年度の上半期に係る年度経営計画の自己評価については，この
限りでない。�
�
　（外部評価委員会）�
第５条　外部評価委員会は，「外部評価委員会運営規程」（平成１８年１２月１日制定）第６条の規定に
基づき，計画等に係る業務実績評価の評価項目，評価方法及び評価内容等を審議し，意見を付して会
長に報告するものとする。�
�
　（庶　　務）�
第６条　自己評価の実施に係る庶務は，総務部企画調整課において行う。�
附　則�
　この要領は，平成１９年　４月　１日から施行する。�
　　　附　則�
　この要領は，平成１９年１０月３１日から施行し，平成１９年１０月　１日から適用する。�
　　　附　則�
　この要領は，平成２１年　４月　１日から施行する。�
　　　附　則�
　この要領は，平成２２年　４月　１日から施行する。�
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　中期事業計画及び年度経営計画に係る自己評価実施要領（以下「自己評価実施要領」という。）第３条
第５項の規定に基づき，計画等自己評価 (案 )に係る達成度判定基準を次のとおり定める。�
�
１　達成度の評点者�
　計画等自己評価 (案 )の評点者（以下「評点者」という。）は，自己評価実施要領第３条第２項の規定
で定める計画等自己評価委員会（以下「委員会」という。）の委員とする。�
�
２　達成度の評価方法�
　　（１）中期事業計画に係る評価�
　　　ア　取組方針に係る評価�

　取組方針に係る評価項目の評価については，「取組方針の項目」別に（ア）の方法により評価し
たうえで，（イ）により総合判定を行う。�

　　　　（ア）取組方針の項目の評価�
ａ　評点者は，各項目について１００点満点で評価する。�
ｂ　評価の要素は次のとおりとし，各２０点満点で評価する。�
　（ａ）　計画性�
　（ｂ）　積極性�
　（ｃ）　貢献性�
　（ｄ）　創意・工夫性�
　（ｅ）　効率性（経費削減）�
ｃ　上記ｂに基づき評点者が評価した全評点者平均評点（小数点以下は切捨）を算出し，その
平均評点により次のとおり５段階で総合判定を行うこととする。�
　（ａ）平均点９０点以上１００点以下の場合 ・・Ａ（高い）�
　（ｂ）平均点７５点以上９０点未満の場合 ・・・Ｂ（やや高い）�
　（ｃ）平均点５５点以上７５点未満の場合 ・・・Ｃ（普通）�
　（ｄ）平均点４０点以上５５点未満の場合 ・・・Ｄ（やや低い）�
　（ｅ）平均点０点以上４０点未満の場合 ・・・・Ｅ（低い）�

　　　　（イ）評価項目の総合判定�
　上記（ア）の「取組方針の項目」の評価を踏まえ，評価者全員で協議して，Ａ～Ｅの総合判
定を行う。�

�
　　　イ　事業計画に係る評価�
　　　　　事業計画に係る評価項目に関する達成度の評価基準は，次表のとおりとする。�
　　　　　ただし，計画策定後の本協会を取り巻く，社会・経済情勢の変化等により，評価基準により
　　　　　難い場合は，評価者全員で協議して判定を行う。�

（ア）　保証承諾　　　　　　　　�
（イ）　保証債務残高　　　　　　�
（ウ）　実際回収�
（エ）　代位弁済�
�
�
�

計画等自己評価〈案〉に係る達成度判定基準�
�

100％以上�

95％以上100％未満�

90％以上95％未満�

90％未満�

①�

②�

③�

④�

達成度の評価基準�

評価項目（ア）～（ウ）の判定�

A（高い）�

B（普通）�

C（やや低い）�

D（低い）�

評価項目（エ）の判定�

D（低い）�

C（やや低い）�

B（普通）�

A（高い）�

�
区　分�

計　画　比�
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　　（２）年度経営計画に係る評価�
　　　ア　重点課題解消に係る評価�

　重点課題解消に係る評価項目の評価については，前号アの規定を準用する。この場合において，
準用する前号アに規定する「取組方針の項目」は，「方策の項目」に読み替える。�

�
　　　イ　事業計画に係る評価�

　事業計画に係る評価項目に関する達成度の評価基準については，前号イに定める表を準用する。
この場合において，「評価項目（ア）～（ウ）の判定」は「評価項目（ア）～（カ）の判定」に，「評
価項目（エ）の判定」は「評価項目（キ）及び（ク）の判定」に読み替える。�
（ア）　保証承諾　　　　　　　　　�
（イ）　保証債務残高　　　　　　　�
（ウ）　保証債務平均残高　　　　　　　　　�
（エ）　実際回収　　　　　　　　　�
（オ）　経常収支差額�
（カ）　当期収支差額�
（キ）　代位弁済　�
（ク）　求償権残高�

�
　　　ウ　その他の評価�

　収支計画に係る評価（経常収支差額及び当期収支差額を除く。），財務計画に係る評価及び経営
諸比率に係る評価については，Ａ～Ｅによる達成度の判定は行わないものとし，必要な項目につ
いて，実績評価のコメントを記するものとする。�

　�
３　その他�
　　この基準に定めのない事項は，委員会で定めるものとする。�
�
　　　附　則�
　この基準は，平成１９年１２月　５日から施行し，平成１９年度から適用する。�
　　　附　則�
　この基準は，平成２１年　４月　１日から施行する。�
　　　附　則�
　この基準は，平成２３年　６月　１日から施行し，平成２３年　４月　１日から適用する。�
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（単位：件・千円・％）�

今月の保証状況（平成23年７月）�

保 証 承 諾 �

保証債務残高�

代 位 弁 済 �

当　月　中�

件　数�

588

─�

36

金　額�

5,665,723

─�

513,281

前年比�

82.0

─�

175.1

当　月　末�

件　数�

2,394

23,577

110

金　額�
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99.3
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�
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統　計　資　料�

平成23年７月分�

１ 事　業　概　況�

件　数�

─�

660

0

37

─�

─�

─�

588

9

550

36

─�

─�

─�

36

─�

36

1

0

金　　額�

─�

6,982,320

0

408,192

354,347

─�

─�
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２　保　証　状　況（23年７月分）�
� 金融機関別保証状況� （単位：件・千円・％）�

鹿 児 島 銀 行�

保　　証　　承　　諾�

当　　月　　中�

件数�

140

金　額�

1,459,758

前年比�

72.9

当月末（23/４～23/７）�

件数�

495

金　額（A）�

5,129,958

前年比�

75.3

保　証　債　務　残　高�

当　　月　　末�

件数�

6,917

金　額�

63,047,436

前年比�

93.3

構成比�

31.1

代　　位　　弁　　済�

当月末（23/４～23/７）�

件数�

27

金　額（B）�

327,687

前年比�

242.8

構成比�

34.1

B/A

6.4

宮 崎 銀 行� 3 14,200 74.7 12 165,600 48.4 230 3,439,540 105.0 1.7 0 0 ─� ─� 0.0

肥 後 銀 行� 0 0 ─� 0 0 ─� 8 85,750 81.4 0.0 0 0 ─� ─� ─�

福 岡 銀 行� 0 0 ─� 1 15,000 125.0 13 301,822 99.5 0.1 0 0 ─� ─� 0.0

西日本シティ銀行� 1 3,600 16.1 6 63,800 126.6 43 503,384 107.8 0.2 0 0 ─� ─� 0.0

地 方 銀 行 計� 144 1,477,558 71.9 514 5,374,358 74.5 7,211 67,377,932 93.9 33.2 27 327,687 210.0 34.1 6.1

み ず ほ 銀 行� 0 0 ─� 1 3,000 3.2 25 731,498 101.8 0.4 0 0 ─� ─� 0.0

三 井 住 友銀行�

2 42,000 ─� 6 282,000 100.0 49 1,651,315 137.1 0.8 0 0 ─� ─� 0.0三菱東京ＵＦＪ銀行�

1 80,000 173.9 3 172,000 36.9 76 2,731,728 116.5 1.3 0 0 ─� ─� 0.0

都 市 銀 行 計� 3 122,000 109.9 10 457,000 54.2 150 5,114,541 119.9 2.5 0 0 ─� ─�0.0

三菱ＵＦＪ信託銀行� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

みずほ信託銀行� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

信 託 銀 行 計� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

南 日 本 銀 行� 127 1,266,735 86.4 555 6,327,550 108.5 5,407 46,671,052 99.0 23.0 21 88,923 20.0 9.2 1.4

宮 崎 太 陽銀行� 11 36,600 79.4 30 279,400 118.9 245 1,714,311 101.6 0.8 5 39,398 2,780.9 4.1 14.1

熊本ファミリー銀行� 7 97,500 58.0 19 279,900 58.7 229 2,691,536 104.1 1.3 2 12,721 ─� 1.3 4.5

第二地方銀行計� 145 1,400,835 83.3 604 6,886,850 105.3 5,881 51,076,898 99.3 25.2 28 141,042 31.7 14.7 2.0

鹿児島相互信用金庫� 135 1,330,650 85.3 623 5,706,190 94.5 4,493 35,840,294 103.2 17.7 24 196,727 102.5 20.4 3.4

鹿児島信用金庫� 107 932,680 82.0 432 4,371,900 104.2 3,494 27,865,491 103.0 13.7 20 238,299 98.7 24.8 5.5

奄美大島信用金庫� 3 68,000 209.9 14 153,900 170.2 299 1,959,905 92.0 1.0 2 21,262 ─� 2.2 13.8

信 金 中 央金庫� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

信 用 金 庫 計� 245 2,331,330 85.4 1,069 10,231,990 99.1 8,286 65,665,690 102.7 32.4 46 456,288 105.3 47.4 4.5

鹿児島興業信用組合� 49 319,000 105.9 182 1,272,690 122.5 1,769 8,390,409 101.8 4.1 9 37,015 75.2 3.8 2.9

奄 美 信 用組合� 2 15,000 57.7 9 163,000 172.7 121 1,051,265 109.2 0.5 0 0 ─� ─� 0.0

鹿児島県医師信用組合� 0 0 ─� 0 0 ─� 11 120,313 81.7 0.1 0 0 ─� ─� ─�

全国信用組合連合会� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

信 用 組 合 計� 51 334,000 102.1 191 1,435,690 123.4 1,901 9,561,987 102.2 4.7 9 37,015 73.2 3.8 2.6

商工組合中央金庫� 0 0 ─� 6 159,760 181.5 147 4,085,451 110.6 2.0 0 0 ─� ─� 0.0

日本政策金融公庫� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

農 林 中央金庫� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

日本政策投資銀行� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

政府系金融機関計� 0 0 0.0 6 159,760 0.0 147 4,085,451 110.6 2.0 0 0 ─� ─�0.0

九州労働金庫� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

小 計� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�
鹿児島県信用農業�
協 同 組 合 連 合 会� 0 0 ─� 0 0 ─� 1 1,700 58.6 0.0 0 0 ─� ─� ─�

小 計� 0 0 ─� 0 0 ─� 1 1,700 58.6 0.0 0 0 ─� ─� ─�

住友生命保険� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

日新火災海上保険� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

損害保険ジャパン� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

保 険 会 社 計� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

整理回収機構� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

小 計� 0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� ─� 0 0 ─� ─� ─�

合 計� 588 5,665,723 82.0 2,394 24,545,648 93.8 23,577 202,884,200 99.3 100.0 110 962,031 88.7 100.0 3.9

金 融 機 関�
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鹿 児 島 市�

保　　証　　承　　諾�

当　　月　　中�

件数�

265

金　額�

2,616,860

当月末（23/４～23/７）�

件数�

1,121

金　額�

11,843,975

前年比�

90.7

保　証　債　務　残　高�

当　　月　　末�

件数�

10,643

金　額�

100,030,391

前年比�

99.2

構成比�

49.3

代　　位　　弁　　済�

当月末（23/４～23/７）�

件数�

56

金　額�

606,856

前年比�

107.0

構成比�

63.1

薩 摩 川 内 市� 32 215,850 129 1,085,300 106.5 1,081 8,468,174 100.6 4.2 2 10,349 26.4 1.1

鹿 屋 市� 41 384,000 120 1,109,800 101.9 1,144 9,067,758 101.6 4.5 7 63,437 120.9 6.6

枕 崎 市� 8 81,000 35 288,040 89.1 424 4,246,831 97.5 2.1 2 8,579 1,508.6 0.9

い ち き 串 木 野 市� 10 34,880 32 323,880 70.9 360 2,830,508 99.9 1.4 2 9,002 ─� 0.9

阿 久 根 市� 11 98,100 45 465,100 164.3 388 3,138,464 102.2 1.5 0 0 ─� 0.0

出 水 市� 17 196,500 87 860,800 102.2 1,020 7,932,589 102.6 3.9 4 18,563 173.6 1.9

指 宿 市� 13 54,000 49 476,100 92.1 562 4,805,999 94.0 2.4 2 5,254 34.0 0.5

伊 佐 市� 11 80,328 36 394,618 173.3 329 2,213,206 102.6 1.1 1 692 2.3 0.1

南 さ つ ま 市� 13 169,100 46 507,500 86.1 415 3,010,532 88.4 1.5 1 983 1.2 0.1

霧 島 市� 31 281,180 148 1,855,615 97.9 1,535 13,550,622 101.9 6.7 10 48,573 67.8 5.0

姶 良 市� 23 273,400 75 732,150 79.0 853 5,978,653 97.5 2.9 0 0 ─� 0.0

垂 水 市� 5 114,000 21 265,300 68.9 244 2,214,525 115.3 1.1 0 0 ─� 0.0

日 置 市� 13 86,100 77 647,700 108.0 674 5,124,205 93.4 2.5 11 92,924 988.2 9.7

曽 於 市� 16 165,800 41 526,000 125.7 382 3,019,969 102.8 1.5 0 0 ─� 0.0

志 布 志 市� 9 77,700 29 223,470 106.2 381 2,485,082 100.9 1.2 2 4,948 ─� 0.5

南 九 州 市� 7 64,150 34 293,450 72.4 490 3,387,628 90.0 1.7 4 15,798 ─� 1.6

西 之 表 市� 9 56,225 48 304,250 102 280 1,812,645 98.9 0.9 0 0 ─� 0.0

奄 美 市� 2 15,000 17 153,500 53.8 319 2,596,231 98.3 1.3 1 4,579 ─� 0.5

市 部 計� 536 5,064,173 2,190 22,356,548 93.8 21,524 185,914,012 99.2 91.6 105 890,537 85.3 92.6

十 島 村� 0 0 0 0 ─� 0 0 ─� 0.0 0 0 ─� 0.0

三 島 村� 0 0 0 0 ─� 0 0 ─� 0.0 0 0 ─� 0.0

鹿 児 島 郡 計� 0 0 0 0 ─� 0 0 ─� 0.0 0 0 ─� 0.0

さ つ ま 町� 5 32,350 29 242,350 74.8 331 2,324,054 93.3 1.1 0 0 ─� 0.0

薩 摩 郡 計� 5 32,350 29 242,350 74.8 331 2,324,054 93.3 1.1 0 0 ─� 0.0

長 島 町� 2 9,500 12 79,300 66 111 696,102 94.7 0.3 0 0 ─� 0.0

出 水 郡 計� 2 9,500 12 79,300 66.0 111 696,102 94.7 0.3 0 0 ─� 0.0

市　　町　　村�

� 市町村別保証状況� （単位：件・千円・％）�

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部�

鹿

児

島

郡�

薩
摩
郡�

出
水
郡�



龍 郷 町� 0 0 0 0 ─� 29 206,333 91.1 0.1 0 0 ─� 0.0

徳 之 島 町� 1 20,000 4 71,000 184.4 56 896,037 93.7 0.4 0 0 ─� 0.0

天 城 町� 1 50,000 2 64,900 83.2 28 296,997 96.7 0.1 0 0 ─� 0.0

伊 仙 町� 0 0 1 20,000 25.0 25 433,367 103.9 0.2 0 0 ─� 0.0

宇 検 村� 0 0 0 0 ─� 8 228,096 90.7 0.1 1 23,016 ─� 2.4

喜 界 町� 0 0 1 80,000 167.7 42 460,142 123.6 0.2 0 0 ─� 0.0

瀬 戸 内 町� 0 0 1 15,000 40.7 56 483,232 101.6 0.2 1 22,094 150.6 2.3

知 名 町� 0 0 0 0 ─� 32 326,474 91.3 0.2 0 0 ─� 0.0

大 和 村� 0 0 0 0 ─� 2 28,189 82.6 0.0 0 0 ─� 0.0

与 論 町� 1 5,000 1 5,000 35.7 19 144,434 88.5 0.1 1 16,683 ─� 1.7

和 泊 町� 0 0 2 27,500 785.7 20 357,591 96.1 0.2 0 0 ─� 0.0

大 島 郡 計� 3 75,000 12 283,400 80.8 317 3,860,892 98.2 1.9 3 61,793 421.2 6.4

合 計� 588 5,665,723 2,394 24,545,648 93.8 23,577 202,884,200 99.3 100.0 110 962,031 88.7 100.0

湧 水 町� 3 30,000 13 240,960 155.3 117 921,802 105.1 0.5 0 0 ─� 0.0

姶 良 郡 計� 3 30,000 13 240,960 155.3 117 921,802 105.1 0.5 0 0 ─� 0.0

大 崎 町� 4 66,000 16 159,890 54.2 151 1,398,959 107.8 0.7 0 0 ─� 0.0

曽 於 郡 計� 4 66,000 16 159,890 54.2 151 1,398,959 107.8 0.7 0 0 ─� 0.0

東 串 良 町� 0 0 7 40,500 139.7 58 405,727 97.2 0.2 0 0 ─� 0.0

肝 付 町� 5 16,500 27 290,600 119.4 247 1,807,181 101.7 0.9 1 8,354 291.7 0.9

錦 江 町� 5 79,000 11 114,000 203.0 91 565,346 103.5 0.3 0 0 ─� 0.0

南 大 隅 町� 5 78,500 18 169,000 164.1 112 678,750 113.6 0.3 1 1,346 ─� 0.1

肝 属 郡 計� 15 174,000 63 614,100 142.3 508 3,457,004 103.6 1.7 2 9,700 ─� 1.0

中 種 子 町� 3 25,000 10 91,900 42.3 144 1,136,161 96.2 0.6 0 0 ─� 0.0

南 種 子 町� 7 58,500 23 184,200 152.7 111 912,913 114.3 0.4 0 0 ─� 0.0

屋 久 島 町� 10 131,200 26 293,000 89.8 263 2,262,302 96.7 1.1 0 0 ─� 0.0

熊 毛 郡 計� 20 214,700 59 569,100 85.7 518 4,311,376 99.8 2.1 0 0 ─� 0.0

保　　証　　承　　諾�

当　　月　　中�

件数� 金　額�

当月末（23/４～23/７）�

件数� 金　額� 前年比�

保　証　債　務　残　高�

当　　月　　末�

件数� 金　額� 前年比�構成比�

代　　位　　弁　　済�

当月末（23/４～23/７）�

件数� 金　額�前年比�構成比�

市　　町　　村�

（単位：件・千円・％）�
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協 会 制 度 計�

中小企業振興資金�

小規模企業活力応援資金�

特 別 小 口 資 金�

創 業 支 援 資 金�

新事業チャレンジ資金�

商 店 街 活 性 化 資 金�

地球温暖化対策資金�

かごしま産業おこし資金�

観光かごしまよかとこ資金�

緊急災害対策資金�

かごしま共生・協働サポート資金�

特別経営改善資金※�

経 営 支 援 資 金 ※�

経済対策特別資金※�

口蹄疫経営再建支援資金※�

離職者緊急雇用確保資金※�

県 制 度 計�

産 業 振 興 資 金�

短 期 事 業 資 金�

特 別 小 口 資 金�

小規模企業支援資金�

経 営 安 定 化 資 金�

環境配慮促進資金�

災 害 対 策 資 金�

創 業 支 援 資 金�

新事業展開支援資金�

設 備 整 備 資 金 ※�

鹿 児 島 市 制 度 計�

合 　 　 計�

県

制

度�

鹿
　
児
　
島
　
市
　
制
　
度�

保　　証　　承　　諾�

当　　月　　中�

件数� 金　額� 前年比�

当月末（23/４～23/７）�

件数� 金　額� 前年比�

保　証　債　務　残　高�

当　　月　　末�

件数� 金　額� 前年比�構成比�

代　　位　　弁　　済�

当月末（23/４～23/７）�

件数�金　額�前年比�構成比�

保　証　種　類�

1 50,000 ─� 5 135,000 ─� 5 133,956 ─� 0.1 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 1 13,654 77.3 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 1 19,394 95.3 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 2 22,912 469.6 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 8 119,067 58.6 0.1 1 2,514 ─� 0.3

0 0 ─� 0 0 ─� 11 205,785 71.4 0.1 0 0 ─� 0.0

24 584,700 ─� 73 1,944,700 ─� 203 3,816,251 122.8 1.9 1 2,809 15.3 0.3

0 0 ─� 0 0 ─� 11 16,533 54.2 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 1 4,076 9,479.1 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 1 160,000 ─� 14 1,183,200 154.8 0.6 0 0 ─� 0.0

3 32,000 133.3 5 73,600 55.1 22 765,629 85.3 0.4 0 0 ─� 0.0

39 164,000 ─� 135 530,000 ─� 95 363,000 ─� 0.2 0 0 ─� 0.0

24 103,000 110.8 94 449,000 92.5 785 3,362,801 90.2 1.7 2 12,061 238.4 1.3

14 284,000 79.3 66 1,142,000 91.8 540 12,999,287 89.5 6.4 2 74,219 527.8 7.7

0 0 ─� 1 20,000 ─� 1 20,000 ─� 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 1 5,000 62.5 3 14,000 22.6 0.0 0 0 ─� 0.0

18 137,000 ─� 110 925,000 ─� 102 831,173 ─� 0.4 0 0 ─� 0.0

81 1,208,250 134.4 360 4,682,930 122.1 2,899 30,667,333 100.6 15.1 10 114,688 80.1 11.9

186 2,425,950 87.6 796 11,246,530 95.7 7,064 106,409,496 101.0 52.4 38 539,975 100.7 56.1

215 1,733,053 88.1 760 6,799,763 100.0 6,061 36,796,830 99.6 18.1 25 123,411 52.7 12.8

6 23,500 258.2 30 85,080 94.0 318 600,633 81.8 0.3 3 8,530 59.8 0.9

0 0 ─� 3 13,000 ─� 32 57,230 118.3 0.0 0 0 ─� 0.0

8 36,000 96.0 35 178,670 90.1 523 1,674,553 100.2 0.8 9 37,875 162.9 3.9

1 19,750 1,975.0 4 77,750 119.1 116 900,459 90.0 0.4 0 0 ─� 0.0

1 8,500 ─� 1 8,500 ─� 6 37,276 133.9 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 6 51,158 67.0 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 5 78,866 79.8 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 4 89,834 619.5 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 70 214,678 75.7 0.1 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 1 488 21.5 0.0 0 0 ─� 0.0

セーフティネット対応資金� 24 207,750 ─� 98 794,160 1,985.4 183 1,291,914 146.1 0.6 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 4 1,971 46.5 0.0 0 0 ─� 0.0

2 45,000 ─� 2 45,000 ─� 1 30,000 ─� 0.0 0 0 ─� 0.0

緊急経営対策資金� 0 0 ─� 0 0 ─� 36 318,791 72.6 0.2 1 42,152 849.7 4.4

0 0 ─� 0 0 ─� 1 57 1.4 0.0 0 0 ─� 0.0

先端技術・ＩＴ導入資金※�

同和地区中小企業経営安定資金※�

東日本大震災緊急対策資金�

0 0 ─� 0 0 ─� 4 53,831 68.3 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 1 3,720 72.1 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 55 407,900 20.4 2,780 16,244,224 88.9 8.0 10 70,775 181.7 7.4

0 0 ─� 1 5,000 ─� 24 403,697 ─� 0.2 0 0 ─� 0.0

一 般 保 証�

Fast保証（500含む）�

根 保 証�

環境対策サポート保証�

当 座 貸 越�

事業者カードローン�

事業者カードローン500

流動資産担保融資保証�

中小企業特定社債保証�

特 別 小 口 保 証�

長 期 経 営 資 金�

予 約 保 証�

海外投資関係保証�

事業再生円滑化関連保証�

東日本大震災復興緊急保証�

0 0 ─� 0 0 ─� 53 274,290 82.9 0.1 1 3,621 146.8 0.4金融環境変化対応保証※�

0 0 ─� 0 0 ─� 1 904 54.1 0.0 0 0 ─� 0.0開 業 資 金 保 証 ※�

0 0 ─� 0 0 ─� 1 3,097 97.5 0.0 0 0 ─� 0.0金融安定サポート※�

0 0 ─� 56 2,109,300 35.0 2,410 52,418,327 102.8 25.8 21 330,063 93.5 34.3景気対応緊急保証※�

協

会

制

度�

経 営安定関連保証�

経営革新関連保証�

小口零細企業保証�

創 業 等 関 連 保 証�

0 0 ─� 0 0 ─� 3 25,001 82.0 0.0 0 0 ─� 0.0

257 2,073,553 76.8 989 8,414,823 91.2 10,179 58,875,211 97.2 29.0 48 282,743 78.0 29.4

92 789,720 88.7 390 3,285,615 114.0 3,339 18,054,526 102.7 8.9 12 59,949 73.9 6.2

1 600 5.0 8 20,900 43.7 14 44,400 65.5 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 2 6,700 74.4 52 81,539 65.4 0.0 0 0 ─� 0.0

17 57,600 153.6 50 156,280 140.1 379 869,917 91.6 0.4 2 2,653 140.4 0.3

27 276,500 55.9 130 1,280,600 62.2 2,356 17,874,912 93.8 8.8 9 72,040 78.6 7.5

1 2,500 ─� 2 5,500 ─� 5 56,270 118.9 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 0 0 ─� 0.0 0 0 ─� 0.0

6 29,300 488.3 23 111,000 140.8 160 515,076 119.6 0.3 1 4,671 67.0 0.5

1 10,000 ─� 4 17,700 104.1 25 89,282 90.5 0.0 0 0 ─� 0.0

0 0 ─� 0 0 ─� 4 13,575 62.3 0.0 0 0 ─� 0.0

145 1,166,220 81.0 609 4,884,295 93.8 6,334 37,599,497 98.0 18.5 24 139,313 74.8 14.5

588 5,665,723 82.0 2,394 24,545,648 93.8 23,577 202,884,204 99.3 100.0 110 962,031 88.7 100.0

� 保証種類別保証状況� （単位：件・千円・％）�

注1）※印の保証制度については，現在，お取り扱いしていません。�



製 造 業�

保　　証　　承　　諾�

当　　月　　中�

件数�

61

金　額�

710,050

前年比�

73.6

当月末（23/４～23/７）�

件数�

265

金　額�

3,462,900

前年比�

91.1

保　証　債　務　残　高�

当　　月　　末�

件数�

3,011

金　額�

31,458,414

前年比�

96.3

構成比�

15.5

代　　位　　弁　　済�

当月末（23/４～23/７）�

件数�

17

金　額�

135,759

前年比�

291.4

構成比�

14.1

建 設 業� 176 2,067,170 98.7 735 7,782,345 99.0 6,223 56,039,486 99.4 27.6 35 326,490 83.8 33.9

卸 売 業� 50 751,200 93.8 205 2,651,840 76.1 2,141 26,846,660 99.5 13.2 6 69,226 177.4 7.2

小 売 業� 147 771,295 57.0 653 4,659,650 83.0 6,544 43,129,502 100.3 21.3 30 188,476 39.6 19.6

運 送 倉 庫 業� 25 281,100 80.5 86 1,203,655 87.4 811 10,334,698 99.5 5.1 2 27,279 78.7 2.8

サ ー ビ ス 業� 106 904,108 72.9 383 4,118,258 119.5 3,992 28,346,738 100.7 14.0 20 214,801 372.5 22.3

不 動 産 業� 14 130,900 156.0 43 525,100 104.1 619 5,209,385 101.6 2.6 0 0 ─� 0.0

そ の 他 の 産 業� 9 49,900 211.4 24 141,900 162.3 236 1,519,316 92.6 0.7 0 0 ─� 0.0

合 計� 588 5,665,723 82.0 2,394 24,545,648 93.8 23,577 202,884,200 99.3 100.0 110 962,031 88.7 100.0

業　　　　種�

� 業種別保証状況� （単位：件・千円・％）�

１００万円以下�

当　　月　　中�

件　数�
26

金　　　額�
23,400

当　　月　　末（23/４～23/７）�
保　　証　　承　　諾�

件　数�
118

金　　　額�
107,330

前年比�
96.8

構成比�
0.4

２００万円以下� 66 119,150 274 493,540 119.2 2.0
３００万円以下� 86 247,740 330 946,550 107.8 3.9
５００万円以下� 146 665,513 554 2,575,578 121.3 10.5

１，０００万円以下� 126 1,069,370 507 4,224,170 95.7 17.2
１，５００万円以下� 40 549,000 179 2,456,260 103.3 10.0
２，０００万円以下� 35 677,550 160 3,111,320 90.6 12.7
３，０００万円以下� 39 1,074,000 150 4,102,900 87.0 16.7
５，０００万円以下� 20 890,000 85 3,643,000 90.2 14.8
８，０００万円以下� 3 240,000 30 2,102,000 0.0 8.6

１億円以下� 0 0 2 178,000 62.7 0.7
２億円以下� 1 110,000 5 605,000 0.0 2.5
３億円以下� 0 0 0 0 ─� 0.0
３ 億 円 超� 0 0 0 0 0.0 0.0

合 計 �588 5,665,723 2,394 24,545,648 93.8 100.0
１件当平均保証金額� 9,636 10,253 91.1

金　　　　　　額�

� 金額別保証状況� （単位：件・千円・％）�

３か月以下�

当　　月　　中�

件　数�
8
金　　　額�

45,690

当　　月　　末（23/４～23/７）�
保　　証　　承　　諾�

件　数�
27

金　　　額�
151,190

前年比�
133.3

構成比�
0.6

６か月以下� 27 267,250 83 888,850 131.8 3.6
１年以下� 29 423,000 71 1,094,900 100.7 4.5
２年以下� 83 580,150 310 2,168,100 120.4 8.8
３年以下� 32 165,525 92 383,975 85.5 1.6
４年以下� 6 13,000 26 76,500 51.8 0.3
５年以下� 141 997,680 576 3,666,860 95.6 14.9
７年以下� 227 2,334,378 1,026 11,320,413 97.5 46.1
１０年以下� 30 702,150 159 4,049,060 69.1 16.5
１０年超� 5 136,900 24 745,800 124.7 3.0

合 計 �588 5,665,723 2,394 24,545,648 93.8 100.0
１件当平均保証期間（か月）� 52.2 58.4 56.2 64.5 ─� ─�

期　　　　　　間�

� 期間別保証状況� （単位：件・千円・％）�
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� 新規・継続別保証状況� （単位：件・千円・％）�

� 担保・無担保別保証状況� （単位：件・千円・％）�

� 事故原因別代位弁済状況� （単位：件・千円・％）�

新　　　　規�

継　　　　続�

合 　 　 　 　 計 �

当　　月　　中�
件　数�

588

金　　　額�

5,665,723

当　　月　　末（23/４～23/７）�
保　　証　　承　　諾�

件　数�

2,394

金　　　額�

24,545,648

前年比�

93.8

構成比�

100.0

75 368,153 310 1,729,703 96.5 7.0

513 5,297,570 2,084 22,815,945 93.6 93.0

区　　　　　分�

不　　動　　産�

そ　　の　　他�

担
　
保�

無　　担　　保�

合 　 　 　 　 　 計 �

509

588

4,290,773

5,665,723

2,113

2,394

19,188,463

24,545,648

95.6

93.8

78.2

76 1,342,950 275 5,280,585 88.4 21.5

3 32,000 6 76,600 57.3 0.3

100.0

区　　　　　分�

売上・受注の減少�

競 争 激 化 �

取 引 先 の 倒 産 �

回 収 困 難 �

事業拡張設備投資過多�

金 融 困 難 �

経営管理の放漫�

災害・事故・その他�

保 証 人 事 故 � 0 0 0.0 3 10,716 1.1

22 217,276 42.3 65 510,022 53.0

7 131,758 25.7 11 168,108 17.5

0 0 0.0 1 24,075 2.5

2 14,938 2.9 8 43,882 4.6

0 0 0.0 0 0 0.0

0 0 0.0 3 5,033 0.5

0 0 0.0 1 1,681 0.2

2 41,329 8.1 9 64,127

51.1

88.2

51.1

─�

73.0

─�

454.4

10.3

496.0 6.7

不 明 �

合 計 �36 513,281 100.0 110 962,031 100.0

3 107,980 21.0 9 134,386

88.7

821.8 14.0

区　　　　分�

運 転 資 金�

当　　月　　中�

件　数�
501

金　　　額�
5,097,798

当　　月　　末（23/４～23/７）�
保　　証　　承　　諾�

件　数�
2,005

金　　　額�
21,214,223

前年比�
95.5

構成比�
86.4

設 備 資 金� 28 258,500 147 1,443,200 90.7 5.9
運 転 ・設 備 資 金� 59 309,425 242 1,888,225 79.5 7.7
合 計 �588 5,665,723 2,394 24,545,648 93.8 100.0

使　　　　　　途�

� 資金使途別保証状況� （単位：件・千円・％）�

当　　月　　中�
件　数� 金　　　額�

当　　月　　末（23/４～23/７）�
保　　証　　承　　諾�

件　数� 金　　　額� 前年比� 構成比�

当　　月　　中�
件　数� 金　　　額�

当　　月　　末（23/４～23/７）�
代　　位　　弁　　済�

件　数� 金　　　額� 前年比� 構成比�構成比�
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不動産競売物件情報�
　下記物件について，現在，競売事件が進行中でありますので，買受希望者等の情報を鹿児島

県信用保証協会管理部までお寄せ下さいますようお願いいたします。                                                           

種 類 �

裁 判 所 �

入 札 期 間 �

開 札 期 日 �

特 別 売 却 期 間 �

売 却 基 準 価 額 �

霧島市横川町中ノ字上岸田７番１　　他�

宅地 計 334.20　㎡�
居宅 計 196.45　㎡�
�

鹿児島地方裁判所　加治木支部�

平成23年９月27日　～　平成23年10月４日�

平成23年10月11日�

平成23年10月18日　～　平成23年11月１日�

5,340,000円�

事件番号�

買受可能価額�

平成 23年(ケ)第20号�

4,272,000円�

所 在 �

【霧島市】�物 件 1

種 類 �

裁 判 所 �

入 札 期 間 �

開 札 期 日 �

特 別 売 却 期 間 �

売 却 基 準 価 額 �

霧島市福山町福沢字曽原頭４８６１番４２　　他�

宅地　雑種地　畑 計 4780.43　㎡�
倉庫　店舗 計 770.50　㎡�

鹿児島地方裁判所　加治木支部�

平成23年９月27日　～　平成23年10月４日�

平成23年10月11日�

平成23年10月18日　～　平成23年11月１日�

8,730,000円�

事件番号�

買受可能価額�

平成 22年(ケ)第59号�

6,984,000円�

所 在 �

【霧島市】�物 件 2

種 類 �

裁 判 所 �

入 札 期 間 �

開 札 期 日 �

特 別 売 却 期 間 �

売 却 基 準 価 額 �

垂水市本城字久保田４６４番１�

宅地 計 369.90　㎡�

鹿児島地方裁判所　鹿屋支部�

平成23年９月22日　～　平成23年９月30日�

平成23年10月６日�

平成─年─月─日　～　平成─年─月─日�

1,350,000円�

事件番号�

買受可能価額�

平成 22年(ケ)第77号�

1,080,000円�

所 在 �

【垂水市】�物 件 3

【お問い合わせ先】　鹿児島県信用保証協会　管理部�
（担当 物件1, 2：　桑原，物件3：久保）　　電話番号　０９９－２２３－０２７２�

《留意点》本月報掲載後の事件取り下げ等により，買受できない場合もあります。�

�
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1　保証相談窓口�
　当協会では，信用保証のご利用に関するご相談をはじめ，制度融資についてのご案内・ご相談や金
融面からの経営相談を常時お受けしています。この相談窓口は，保証部と経営支援部に設けておりま
すので，お気軽にお越しください。�
　なお，おいでいただく際，決算書等の資料をお持ちいただければ，より具体的なご相談に応じるこ
とができます。ぜひご利用ください。�
�
お問い合わせ�
【保　証　部】　電話番号　　　０９９－２２３－０２７１�
　　　　　　　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�
【経営支援部】　電話番号　　　０９９－２２３－０２７４�
　　　　　　　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�
�

�2　特別相談窓口�
　当協会では，取引先の倒産，災害，金融機関の破綻などによって経営の安定に支障を来している中
小企業者のために，特別相談窓口を設置し，ご相談をお受けしています。�
　平成23年８月現在，次の相談窓口を設置しています。この相談窓口は保証部と経営支援部に設け
てありますので，お気軽にご相談ください。�
�
○高病原性鳥インフルエンザ問題特別相談窓口�
○『生活対策』中小企業金融緊急特別相談窓口�
○北朝鮮制裁措置に係る特別相談窓口�
○建築関連中小企業者対策特別相談窓口�
○ガソリン・軽油販売関連中小企業金融支援対策特別相談窓口�
○新型インフル特別相談窓口�
○口蹄疫特別相談窓口�
○円高等対策特別相談窓口�
○日本振興銀行関連特別相談窓口�
○武富士関連特別相談窓口�
○平成２２年１０月２０日の鹿児島県における大雨災害に関する特別相談窓口�
○霧島山（新燃岳）噴火に関する特別相談窓口�
○東日本大震災に関する特別相談窓口�
�
※上記の特別相談窓口のほか，「皮革等相談窓口」「責任共有制度導入に係る相談窓口」�
　「株式会社日本航空に係る相談窓口」も設置しています。         �
�
お問い合わせ�
【保　証　部】　電話番号　　　０９９－２２３－０２７１�
　　　　　　　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�
【経営支援部】　電話番号　　　０９９－２２３－０２７４�
　　　　　　　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�

�
�3　経営再生支援相談窓口�

　当協会では，経営改善や事業再生に関するご相談を常時お受けしています。この相談窓口は，経営
支援部に設けておりますので，お気軽にお越しください。�
　なお，おいでいただく際，決算書等の資料をお持ちいただければ，より具体的なご相談に応じるこ
とができます。ぜひご利用ください。�
�
お問い合わせ�
　電話番号　　　０９９－２２３－０２７４�
　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�
�
�4　苦情相談窓口�

　当協会では，信用保証に関する苦情・質問などのご相談を常時お受けしています。�
お客様の声を真摯に受け止め，まごころをこめて対応いたします。�
お気軽にご意見やご要望などをお寄せください。�
�
お問い合わせ�
　電話番号　　　０９９－２２３－０５３０�
　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�
�

【相談窓口のご案内】�
      


